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教育厚生委員会会議録 

日時 平成１９年１２月１４日（金） 開会時間 午前１０時 ５分 

閉会時間 午後 ４時４４分 

場所 第１委員会室 

委員出席者 委員長 鈴木 幹夫 

副委員長 石井 脩德 

委員 臼井 成夫 大沢 軍治 望月 清賢 樋口 雄一 

 進藤 純世 中込 博文 小越 智子 

委員欠席者 なし 

説明のため出席した者 

教育委員長 輿石 順一 教育長 ・瀬 孝嘉 教育次長 佐藤 安紀 

理事 榑林 信昭 次長（総務課長事務取扱） 広瀬 猛 

福利給与課長 飯窪 巧 学校施設課長 都築 敏雄 義務教育課長 杉原 廣

高校教育課長 滝田 武彦 新しい学校づくり推進室長 山本 正彦 

社会教育課長 今村 孝男 スポーツ健康課長 今井三千雄 

学術文化財課長 竹井 保久 県史編さん室長 飯室 司 

 

福祉保健部長 中澤 正史 福祉保健部理事 横山 祥子 

福祉保健部次長 藤原 一治 福祉保健部次長 鶴田 建次 福祉保健部参事 広瀬康男 

福祉保健総務課長 広瀬 充 監査指導室長 清水 郁也 長寿社会課長 三枝幹男 

国保援護課長 杉田 雄二 児童家庭課長 宮島 茂 障害福祉課長 山本 一 

医務課長 福冨 茂 衛生薬務課長 水谷 均 

健康増進課長 渡邉 洋平 

議題 第１１９号 山梨県学校職員給与条例中改正の件 

第１２７号 平成１９年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中教育厚生委員

会関係のもの及び第２条繰越明許費の補正中教育厚生委員会関係のもの 

請願 19-8号 後期高齢者医療制度の中止・撤回を求めることについて 

請願 19-16号 教育予算を拡充し教育の機会均等及び水準の維持向上を図ることにつ

いて 

請願 19-17号 原爆症認定制度の抜本的改善を求めることについて 

請願 19-18号 ゆきとどいた教育を求めることについて 

審査の結果 議案については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。 

また、請願 19-8号、請願 19-17号は継続審査すべきもの、請願 19-18号は

不採択とすべきもの、請願 19-16号は採択すべきものと決定した。 

審査の概要 午前１０時５分から午後２時５８分まで教育委員会関係（午前１１時５５分
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から午後１時３２分まで休憩をはさんだ）の審査を行い、休憩をはさみ午後

３時１３分から午後４時４４分まで福祉保健部関係の審査を行った。 
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主な質疑等 教育委員会関係 

※第１１９号   山梨県学校職員給与条例中改正の件 

質疑      なし 

討論      なし 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※第１２７号 平成１９年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中教育厚生委員

会関係のもの及び第２条繰越明許費の補正中教育厚生委員会関係のもの 

質疑      なし 

討論      なし 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※請願19-16号 教育予算を拡充し教育の機会均等及び水準の維持向上を図ることにつ

いて 

意見      なし 

討論      なし 

採決      全員一致で採択すべきものと決定した。 

 

※請願 19-18号 ゆきとどいた教育を求めることについて 

意見 

小越委員  私はこの請願を採択すべきだと思います。先ほど採択されました請願１９

－１６号、「教育予算を拡充し教育の機会均等及び水準の維持向上を図るこ

とについて」と内容的にはほとんど同じと思っております。「ゆきとどいた

教育を求めることについて」の請願は、議長に４,９４１名の署名も提出さ

れています。どの子にも均等に教育を受ける権利があり、その状況を整える

のは行政の役割だと思っています。 

小学校１、２年生で３０人学級が実現しました。保護者や教員からも喜ば

れていますし、中学校１年生に少人数学級が導入されることになり、ほんと

うに一歩前進だと思っています。子供たちに勉強をしてもらいたいと親や先

生方はだれもが思っていると思います。すべての学年で、もっとわかるよう

に、もっと丁寧に教えてあげたい、この声にこたえるのが県政だと思ってお
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ります。 

  また、地域の学校は、子供たち、親、また地域住民の象徴的存在でもあり

ます。学校がなくなるのは地域の活性化が後退するものであり、学校は地域

と深く結びついています。さらに、障害を持った子供たち、経済的に困難な

子供たち、私立へ行った子供たちもみんな教育を受ける権利があります。請

願１９－１６号にもありましたけれども、とりわけ貧困化が進む中で、子供

たちの教育環境にも大きな影響を与えています。世代間の貧困化をつくらせ

ない、そのためにもこの４,９４１名の署名にも込められた思いを受けとめ、

この請願は採択するべきだと私は思います。 

大沢委員  小越委員からの賛成の意見がありました。本会議でもこの話も出まして、

私も今、孫が小学校３年生であります。県の教育委員会でも、小学校１、２

年生が現行で県独自の３０人学級編成を基本としているということであり

ますから、そういうことも踏まえながら、前向きに検討していくということ

で、一応これは反対をしたいと思います。 

討論 なし 

採決 起立採決により不採択すべきものと決定した。 

 

※所管事項 

（第１２２号議案 山梨県職員の育児休業等に関する条例中改正の件につい

て） 

小越委員  学校の先生方がぜひ育児短時間勤務をとれるようにしていただきたいと

思うんです。お子さんが学校に上がるまでということで、普通の保護者でも、

子供の具合が悪かったり、ＰＴＡの用事があったり、授業参観があったりす

ると出なければいけないけれども、学校の先生方は、クラスを持って担任を

している先生が、そこの場を抜けるというのは大変なご努力だと思うんです。

それに当たっての代替というか、それに充てる人材は検討されているんでし

ょうか。 

 

杉原義務教育課長  これまでにも、先生方の具合が悪くなって休まれたりする場合に、代替と

いう形で先生を補充するというシステムをとっております。この場合、先生

がご指摘のように、時間単位の場合についても、例えば親と子の相談員であ

るとか、いろいろな形で学校に短時間の先生、ＯＢとかが入っております。

そうした意味で、人材確保については大きな問題ではありますけれども、努

力していけば解決できる問題であると思っております。 

 

小越委員  ぜひとりやすいようにしていただきたいと思います。先生方は子供たちの

ことも考えていると思うんですけれども、そうしますと、制度があってもな

かなか使えない制度になってしまいますと、絵にかいた餅になってしまいま

す。それにはバックアップ体制をしっかり整えていただきたいと思っていま

す。１日当たり４時間とか、週３日となりますと、お子さんの具合とかも含

めて結構できるかと思いますので、ぜひバックアップ体制を整えてもらいた

いと思います。要望しておきます。 
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鈴木委員長  ほかにございませんか。 

  以上で、この件に関する質問を打ち切ります。 

 

       （県立図書館への図書の寄贈等について） 

鈴木委員長  所管事項に対する質問を続けます。 

この際、申し上げます。９月定例会委員会において、大沢委員の図書館に

ついての質問については、新たな図書館についてのものであるとして、所管

外といたしましたが、既存図書館についての質問であるとのことであります

ので、ここで質問を許します。 

 

大沢委員  図書館というと、最近は新しい図書館のほうの話になってしまって、私が

「図書館」と言ったら、「それは所管外だ」ということで、委員の先生方も

そのときには「長い間やっておられるわりにはおかしいな。所管外の質問を

するのか。」ととられてしまって、私のほうも質問が中断してしまったとい

うことで、改めて質問をさせていただきたいんです。 

図書館と言えば、現在の図書館のことであって、図書館の管理とか、図書

館のことに対しては教育委員会の管轄ということを確認します。 

 

今村社会教育課長  ９月の定例会教育厚生委員会時にご真意を理解しないまま対応をいたし

て、大変失礼いたしました。今のご質問ですけれども、県立図書館は本社会

教育課の所管施設でございます。 

 

大沢委員  当時からお聞きになっている方も多いと思うんですが、それぞれ研究者と

か、あるいは学者とか、それから、この間も甲府の古書店の人が持っている

書籍をどこかに寄附したい、寄贈したいと。今のままですと、後継者がいな

くなる場合には、それは廃棄するか、どうかしてしまうようですよね。もっ

たいないです。 

  実は、私の住んでいる甲斐市にも図書館がありますので、旧竜王、敷島、

双葉で図書館祭りをやります。年に１回、古い本や廃棄されようとしている

ものを安く販売しているんですが、私はよくそこへ行っては、欲しいと思っ

ていたものがあって購入したんです。私は歴史書が好きなんですが、そうい

うものは、今、欲しいと思って出版元へ聞いても、絶版ということで、手に

入れることが非常に難しくなってしまったんです。 

  たまたま今度は、甲府の古書店の人が、早川町に何千冊かを寄贈しました

よね。ああいうふうに良いもの、研究した書籍を、もし寄贈の申し込みがあ

れば、今の県立図書館で受け入れ態勢ができているかどうか、そのことを聞

きたいんです。 

 

今村社会教育課長  今のようなご寄贈という場合には、原則、県立図書館が対応しております。

図書あるいは資料等の内容、あるいは時代性等を勘案させていただきまして、

資料等によりましては図書館、県立文学館、あるいは博物館等へも受け入れ

をお願いすることもございます。 

 

大沢委員  先ほど言いましたように、甲府の古書店の人が早川町へ寄附したんですが、

県立図書館へは寄贈したいという申し入れはあったでしょうか。 

 

今村社会教育課長  それは無かったと聞いております。 
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大沢委員  今後も、寄贈したいという書籍があると思いますが、私が思うに、スペー

ス的に、今の図書館の中で受け入れができるのかなと非常に心配しているん

ですが、元の教育長が新しい図書館の検討委員になっておりますが、寄贈が

あった場合に、収納できるようなスペースをとっていただけるようにぜひ提

言をしていただきたいと思います。これは要望です。 

  あわせて、私のところの神社に、石の蓋のついた昔の武田信玄の古文書と

いうものが保管してあった、というものが今でも残っていますが、中身は、

当時の明治のときの藤村県令が来て、それを持っていってしまった、そして、

県のほうに保管してあるというふうなことを聞いているんですが、それ以後、

研究者が行ったけれどもなかなか見つからない、ということですが、当時の

武田信玄にしろ、それ以後のいろいろな方々の文書が、県立図書館かどこか

に保管されているでしょうか。 

 

竹井学術文化財課長 

  お答えさせていただきます。只今の先生のお話によりますと、多分、明治

５年に大小切騒動が発生したときに、時の土肥実匡県令、またその後は藤村

紫朗県令になるわけですけれども、その時代において、県内の集落内にあり

ました古文書類を提出させたという一部言い伝えがございます。その文書が

どうなったかというと、多分破棄されたのではないかと考えております。 

  といいますのは、大小切騒動において、山梨県内の税制を安定させるため

に、各集落などは特権として与えられていたものを文書にあらわして保管し

ていたわけですけれども、それらの文書が県内の税制の安定のために収集さ

れ、多分破棄されたのではないかという言い伝えといいますか、はっきりと

はいたしませんけれども、一部そのようなことが言われております。 

 

大沢委員  時代的な背景もあるでしょうけれども破棄されているのではないかとい

うことですが、その後のいろいろな文書は図書館に保管がされているでしょ

うか。 

 

今村社会教育課長  古文書等につきましては、元来は県立図書館で保管と供与等をしてまいり

ました。平成１７年に県立博物館が開館いたしましたのを機に協議をいたし

まして、棲み分けを行ってまいりました。現在は、江戸時代以前の古文書に

つきましては、県立博物館に所管をお願いしてあります。それから、明治以

降のものにつきましては、県立図書館で保管し、棲み分けをしております。 

 

大沢委員  それは非常にありがたいことです。先ほど言いましたように、例えば武田

家の時代、あるいは鎌倉時代など集めてきたいろいろな時代の文書は、県立

図書館には保管はされていないでしょうけれども、県内のいろいろな施設に

保管をされている文書を、県立博物館で全部一堂に、寄贈をお願いしてもら

うというかそういう形で、県立博物館での利用は考えておりませんか。 

 

竹井学術文化財課長 

  お答えします。今まで図書館等にありました古文書類、甲州文庫を中心に、

平成１７年に県立博物館のオープンに合わせて所管替えをしております。 

また、県立博物館におきましては、県内の古文書等々につきまして、一般

住民の方々からいろいろな相談がございます。例えば平成１７年には、古文

書の鑑定等も含めまして４２件、平成１８年には約５０件近く、また平成１

９年は、今まで３０件近くの県民からの相談等がございます。古文書を解読

できる職員もおりますので、中身を精査しながら、県民からの問い合わせ等
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に併せて中身の説明等を行っているところでございます。 

今後は定期的に県民相談日等を設ける中で、来年度以降、充実を図ってま

いりたいと考えています。 

 

大沢委員  図書館についてはそういうことを質問したかったんです。 

  引き続いて、今言った県立博物館について質問をさせていただきます。文

書とかそういうものは、県立博物館へ行けば、古文書が見られるという体制

をぜひつくっていただきたい。 

  同時に、私は県立博物館建設審議のときの教育厚生委員長をやっておりま

したのでその経過をよく知っているんですが、その時にこれだけは条件とし

てのんでいただきたいとお願いをしたことがあるんです。それは、山梨県に

は残念なことですけれども、国宝は５つしかない。そのうち２つは建物で、

そのあとの３つの楯無鎧であるとか、達磨図であるとか、夏景山水図とかそ

ういうものを１年に１回ぐらいは、ぐるぐる回るでもいいから、とにかく県

立博物館へ展示をしなければいけませんよということが入っているんです。

特に楯無鎧についてはレプリカが飾ってあるんです。普通に考えて、レプリ

カがあればいいということよりも、例えば菅田天神社へ行って「実物は県立

博物館にあります」ということになると、これは本物が県立博物館にあると

いうことで、県立博物館の価値がグッと上がると思うんです。そういうこと

を考えると、楯無鎧、夏景山水図、達磨図を、交代でもいいから、１年１回

くらい、あるいは一定の期間でもいいから展示するようなお考えがあります

でしょうか。 

 

竹井学術文化財課長 

  国宝の絵画、身延山久遠寺の夏景山水図及び向嶽寺の達磨図につきまして

は東京の博物館にございます。昨年、久遠寺の夏景山水図につきましては、

シンボル展ということで、３点を並べまして、県民に観覧していただきまし

た。今後もできる限り、所有者のご協力を得る中で、そのような対応をして

まいりたいと考えております。 

 

大沢委員  よろしいです。 

 

       （新県立図書館について） 

樋口委員  ２点お伺いしたいと思います。今、図書館のことが出ましたから、関連を

まず質問させていただきたいと思います。これから新しい図書館について、

教育委員会は所管しないという認識でしょうか。 

 

広瀬次長  先ほどの大沢委員さんのご質問にもございましたように、図書館そのもの

の所管は教育委員会でございます。ただ、たまたま本年度につきましては、

従前の北口のこともありましたので、企画部でそれを含めて検討しているも

のと承知をしております。いずれ図書館部分については、方針がきちんと出

てくれば、教育委員会のほうで所管をするものだろうと、教育委員会として

は予想をしております。 

 

樋口委員  今議会で北口のさまざまなことが話題になり、議論になっています。それ

を置いておいても、図書館の業務ということで言えば、今、次長がおっしゃ

ったようなことになると私も思っています。整備検討委員会の議論の中でも、

例えば県に１つ、県立図書館をつくるならどこだという議論があったり、市

町村の持っている図書館とのネットワークやさまざまなこともしっかり議
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論されていると思います。郡内とか、甲府から遠い方々も、県立図書館を一

つつくるなら北口だよ、だけど、自分のところの図書館とのネットワークを

しっかりと構築してくれというような意見が、昭和と都留でやった各フォー

ラムの中で、そういう意見が出ていたような記憶がございます。 

  加えて、市町村の図書館も所管が市町村教育委員会だと思いますから、そ

ういったところで、これからのことだと思いますけれども、整合性を付けた

り、あるいは、今後のことですけれども図書館の本来業務については、私ど

もは以前の議論の中でも発言をしてきましたけれども、ぜひ教育委員会が大

きくかかわって、その辺についてはしっかりと教育委員会の立場で意見を言

っていってほしいと思いますが、その辺はどうでしょう。 

 

広瀬次長  今、委員さんのお話にありました、新県立図書館整備に係る中間報告が１

１月２２日に出されました。その中に、今おっしゃったようなことが書いて

あるわけです。先ほどのお話のとおり、検討委員会には直接、教育委員会が

委員としては入っておりませんけれども、すべての検討委員会に、社会教育

課あるいは図書館の職員が聞きに行っておりまして、その都度、所管をして

いる企画課とは教育委員会としての考え方のやりとりはさせていただいて

おります。今後につきましても、先ほど委員さんのご指摘があったようなこ

とを十分踏まえて、教育委員会として対応をする考えでいます。 

 

       （少人数学級について） 

樋口委員  ぜひよろしくお願いしたいと思います。教育厚生委員会の中で図書館の中

身の議論もできないのかと疑問に思いましたので聞きました。 

  少人数学級について伺います。アクションプランは、公約達成に向けての

行動計画という色合いが非常に強いということで、中学１年生に拡大すると

いうことは、その中の１つとして高く評価されていいと思います。本会議で

も何人かから質問がありましたが、現行は「かがやき３０プラン」と言って

いますけれども、きのうの質問者はその言葉を使いましたけれども、教育委

員会で、教育長の答弁その言葉が聞こえてこないですけれども、現行の内容

をご説明いただければありがたい。 

 

杉原義務教育課長  現行の少人数学級、３０人学級でありますが、「かがやき３０プラン」と

いう名前がついております。これは２クラスで６１人いた場合に、３クラス

にでき、１クラスで３０人を超えた場合には、１クラスのままで、０.５の

加配で人をつけて、１.５人で取得するという形になっております。どちら

を選ぶかは、学校の施設、教育方針等もありますので、その学校の判断によ

るとしてあります。 

 

樋口委員  クラスを増やすのと加配するという２つのやり方だと承知していますけ

れども、本会議でもご答弁がありましたけれども、もう１回確認させてくだ

さい。今のこのやり方で、来年以降も小学校１、２年生は継続されると理解

してよろしいでしょうか。 

 

杉原義務教育課長  小学校１、２年生については現行のかがやきプランがそのまま継続されま

す。 

 

樋口委員  名称についてもこの名称を使っていくんですか。それとも、そうではない

んでしょうか。 
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杉原義務教育課長  それについては最終的な決定をまだ得ておりません。私は、全体を総括し

た少人数教育ということになると思っておりますが、まだ最終的な結論に至

っておりません。 

 

樋口委員  中身についてと今おっしゃったことについても、４月からのことですから、

できるだけ早く明らかにしていただきたいと思います。先日のご答弁で、「中

学校１年生は、学級編成についてある程度大きな集団で編成していく考えで

す」とありましたけれども、この間お聞きしただけでは非常にわかりづらか

ったんですが、その辺についてもう少し詳しく教えていただきたい。 

 

杉原義務教育課長  これまでも、小学校３年生以上については、大きな集団の中で切磋琢磨す

ることも必要という答弁をさせていただいているところであります。しかし

ながら、中学校１年生につきましては、ご承知のように、中１ギャップと言

われるようないじめ、不登校が、小学校６年生に対して３倍ぐらい増えてし

まうという状況がありますので、そこについては少人数の学級編成も有効で

はないか、必要ではないかという考えが立つわけです。そうしたら何人ぐら

いが適当なのかという話になると思いますけれども、中学生ぐらいになりま

すと、ある程度、個性もはっきりしてきますし、人格的も出てきます。そう

した中で、お互いの切磋琢磨という意味では、あまりに少人数だと少し問題

がある。学習集団とすれば、少なければ少ないほどいいのかもしれませんが、

生活集団であったり、子供たちが、ある程度のトラブルを乗り越えていく、

そうした中で自己をつくっていく、そうしたことも考えますと、３０人では

なくて、今の現行の制度は４０人ですから、３０人から４０人の間、今その

辺で適当な人数を模索しているところですが、もう少しで結論が出ると思っ

ております。 

 

樋口委員  普通の学級編成が４０人で、少人数学級が３０人ということになると、会

派の中の雑談で３５人学級ということかなと言っていたんです。今、課長の

ご答弁で少しわかってきましたけれども、いずれにしましても、中学校１年

生でやると結論づけてから、今、検討を進められていると思いますけれども、

期待が大きいものですから、あまり変わらないようでは、期待倒れを危惧す

るところもあるわけであります。 

  人員配置の問題やさまざまな検討課題があると思いますけれども、やるん

だと大きく示されているわけですから、教育委員会としましても、いろいろ

な課題を乗り越えていただきまして、先ほども請願の議論がありましたけれ

ども、中学校１年生についてはやるんだという意欲をお示しいただきたいと

思いまして、質問させていただきました。加えて、４月からですから、でき

るだけ早く、先ほどの「かがやき３０プラン」のようなわかりやすい資料も

つくっていただき、県民に、保護者に、学校現場にお示しをいただきたいと

思っておりますが、いかがでしょうか。 

 

杉原義務教育課長  ご指摘のとおりの問題があろうかと思いますので、できるだけ急いで結論

をとりまとめていくように、関係する課とか部署で話し合っていきたいと思

っております。以上です。 

 

       （県立高校の整備について） 

樋口委員  ありがとうございました。期待をしております。 

  次に、これからの県立高校の整備について伺いたいと思います。これもき

のう議論がありましたけれども、平成８年度策定の山梨県高等学校整備新構
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想に基づいて、２１世紀初頭の本県高校の整備を進めていると承知しており

ますけれども、きのうのご答弁のように、峡東と峡西南の、あと２地域の総

合学科高校の設置が最優先と理解をしてよろしいですか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  整備構想につきましては、９月議会で答弁をさせていただきましたとおり、

構想に基づくさまざまな取り組みをしてまいりまして、進捗状況を見ますと、

普通高校や専門高校についてはほぼ整備が完了しており、残された課題は、

今、委員のご指摘のとおり、峡東、峡西ブロックの総合学科の設置というこ

とで、構想としては整備の最終段階にあると認識をいたしております。私ど

もが長年にわたって取り組んでまいりました、特に峡東ブロックにつきまし

て、できるだけ速やかに最終的な結論を出すべく、今取り組んでいるところ

でございますので、その後の課題であると考えております。 

 

樋口委員  ぜひスピードアップして取り組んでいただきたいと思っております。他の

課題も多いですから、前回の議会のときに、言い方は悪いですけれども、そ

ちらのほうが進まない理由にも聞こえてきましたものですから、ぜひ進めて

ほしい。 

  今おっしゃったように、総合学科が、北杜高校が峡北、甲府城西高校が峡

中で、富士北稜高校が富士北麓東部という形で、先程のあと２つが未設置で

あります。前回からスタートした新しい入試制度にも非常に影響してきて、

その地域の方々が取り残されてしまう、遠くに通わなければならないという

ことになりますから、きのうの議論は議論として、ぜひ早く進めてほしいと

思います。魅力や特色づくりをする高校が、近くにないということは、ある

意味で、きのうの議論とは逆の意味で、そこに住む子供たち、保護者の皆さ

んに非常にマイナスでありますから、進めていただきたいと思います。 

  きのうのお話でありましたけれども、そろそろ課題の解決が見えているわ

けですから、新しい指針というものが必要と思います。今までの整備新構想

も、かなりの課題を網羅していると思っておりますが、それにしても、今申

し上げましたように、その２つ以外の次の課題、例えば定時制、通信制、こ

の間も議論しましたけれども、中央高校の問題とか、耐震化、空調・冷房設

備の考え方の整理もこれからしていかなければいけないと思います。そこで、

その２校、そしてその後のことだともう一回整理し、理解をしてよろしいで

すか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  現時点でお答えできますのは、先ほど来申し上げているとおり、長年取り

組んできたこの課題を解決させていただきたい。 

また、中央高校につきましては、先般、庁内の検討委員会を立ち上げまし

て、１１月１５日に第１回目の検討会を開催いたしました。教育委員会とし

て、いつゴーサインが出ても対応できるような体制を整えるということで、

今、想定されるさまざまな課題を整理、検討しているという状況でございま

す。そのことと新しい構想につきまして、どのようにリンクさせるかについ

ては、この時点では何とも申し上げる状況にございません。 

 

樋口委員  前にも出ましたが、今の指針である新構想について、定時制や通信制につ

いて十分触れられていますから、これまでも課題としても取り組んでいると

理解はしておりますけれども、今のお答えはお答えとして受けとめたいと思

います。 
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  そこで、議会の中で大きく議論すべきだと思い、今議会で私どもが取り上

げた「山梨再生に向けた行動計画（仮称）（素案）」を、お持ちでしたら見て

いただきたいのですけれども、１１３ページの「魅力ある高校づくりの推進」

ですけれども、工程表にも、あるいは一番下のコメントにも、２校の設置に

ついて、読み方として、全く進める意欲がない書き方と言わざるを得ない。

「進めませんよ」と言っているに等しい書き方ですけれども、このことをど

う受けとめるかということですけれども、いかがでしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  今、委員ご指摘の行動計画（素案）の工程表の記載ですけれども、確かに、

「意見交換会・設置検討」という表現にしております。この理由であります

けれども、高校統合につきまして、峡東地域の統合協議に７年もかけている

ということからもわかりますように、関係者のご理解を得るのに大変労力を

要しているということがございます。現在、峡東地域の統合協議が大詰めを

迎えておりますけれども、まだ最終的な合意に至っておりませんので、行動

計画（素案）の記載に当たっては、具体的な時期まで明示することは適切で

はないと判断しまして、このような表現にとどめたものであります。何度も

申し上げておりますように、私どもとすれば、新構想に残された最重要懸案

課題である峡東地域の高校統合に全力を挙げて取り組んでいくという考え

に、いささかの違いもございません。 

 

樋口委員  横内県政は１０カ月たちましたが、非常にスピード感とやる気を感じる新

県政だと私は思っております。教育長がおっしゃられた、あるいは今、最重

要課題とのご答弁にあったような見解であるならば、書き方は別としても、

行動計画の中で、触れていったほうがよいのではないか。意見交換会等の開

催では、平成８年、あるいはその近辺に戻ったような書き方だなと思わざる

を得ません。 

  逆に言いますと、私たちはこれを見て、「やらないのであれば、先に中央

高校をやってくれよ」ということを逆に知事に提案したいと思うわけでござ

います。ただし、昨日の答弁や皆さんの今のお話を聞いていますと、「いや、

そうではないんだ。新構想の中で、残された課題の最重要課題として、２校

についてやっていくんだ」ということであれば、９月議会、１２月議会の中

の提言について、横内知事はかなり柔軟に行動計画（素案）の中に取り入れ

てくれていると私は思っております。 

  余談ですけれども、富士五湖のコンベンション施設とか、あるいは、パー

クアンドライドとか、あるいはこの間の本会議の答弁の中でも、盛り込んで

いない部分について盛り込んでいくというような答弁もやっていますから、

そういうことについても、教育委員会としてしっかりと盛り込ませる、ある

いは「知事、やっていきます。」というところをお示しいただかないと、議

論と一番の総合計画である行動計画（素案）とのギャップが大きくて、私ど

ももどのようにまとめていけばいいのか、どのような議論をしていけばいい

のかということが非常にわかりづらいと思っておりますので、その辺につい

てはいかがでしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  委員のご指摘の対応は十分承知いたしております。重ねて申し上げますけ

れども、峡東や峡西の統合につきましては、平成１６年当時、万を超す反対

署名等がございまして、県教育委員会に提出されているという中で、特に峡

西南につきましては、その後、峡東を優先している関係で、地域と接触もし
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ていない状況の中で、この時点で具体的な時期まで明示するということは適

切でないと判断をさせていただいたものでございます。表記につきましては、

私どもも内部で大変迷ったわけでございますけれども、最終的にそのような

判断をさせていただいたということでございます。 

 

       （新たな高校入試制度について） 

樋口委員  部局の長として、教育委員会もそういう方向を先ほど来、一貫しておっし

ゃっているわけですから、「意見交換会・設置検討」とか、「意見交換会等の

開催」という書き方ではなく、難しい問題ではありますけれども、その辺を

ご検討いただきたいということと、やはり反対も多いですけれども、もう全

県一学区の入試制度が始まっている。それぞれの高校が魅力ある、特色ある

高校づくりを必要に迫られて、それぞれやってきているということで、ぜひ

今までの方向で進めていただきたいと改めて要望します。 

  それと、先ほど言いましたように、中央高校のこととか、私たちは私たち

の立場でやっぱり知事に政策提言をしていきたいと思っておりますので、そ

れもここで申し上げておきます。 

  そして、前回からの新しい入試制度ですけれども、今回、定員を４ブロッ

ク、１６０名を減員したということですけれども、その基本方針のペーパー

があれば、ぜひいただきたいのが１つ。もう一つは、私も保護者、あるいは

教育現場の関係者からいろいろ聞いていますけれども、甲府が少し悲鳴を上

げている。そういう傾向は出てくるのではないかということを聞きながら、

実施されていると思っておりますけれども、甲府地域の高校に入学した甲府

以外の子、あるいは甲府から甲府以外へ入学した子供の実数はつかんでいま

すか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  この４月に公立高校に入学にした生徒の旧学区別の動向につきましては

８月２３日に発表しておりまして、教育委員会のホームページにも掲載して

おります。具体的な数字を申し上げますと、旧甲府学区の生徒のうち、学区

内にある９校、具体的に言えば、甲府一高、甲府西高、甲府南高、甲府東高、

甲府昭和高、この普通科５校に加えて、甲府工業高、甲府城西高、農林高、

甲府商業高を入れた９校の全体で見ますと、１３４人減少しております。 

  また、全県一学区の影響を受けますのは普通科高校でありますから、普通

科５校ということで絞ってみますと、１４４人減少しております。高校ごと

の内訳で見ますと、甲府東高、甲府南高、甲府一高は減っておりますけれど

も、一方で、甲府西高とか、昭和高は逆に増えているという状況もございま

す。全体で１３４人減っているという状況であります。 

  逆に、甲府学区の外から甲府の中に入ってきた生徒、これは９校全体では

１８９人増加をしております。普通科５校では、１８３人とほぼ同数であり

ますけれども、大体１４０人前後が減り、外から１９０人前後が入ってきた

と。あとの５０人は私学のほうに進まれたと推測ができます。 

  また、１４０人前後減ったということでありますけれども、それらの生徒

については分析をしますと、甲府近辺の例えば白根高、市川高、石和高、山

梨高、韮崎高というようなところが増加しておりますので、そちらへ進んだ

と分析しております。 

 

樋口委員  １３０～１４０人が、一昨年までだったら入れたけれども、それが入れな

くて外へ出たということですよね。これは新しい入試制度になったから、あ

る程度は想定していた想定内だったのでしょうか。それとも、これでは問題
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なのか、室長はどのような認識をお持ちですか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  まず全体的な感想ですけれども、私どもは、当然、全県一学区になった以

上、自由に学校を選べるわけですから、これは想定の範囲内であったと考え

ております。 

  ただ１点申し上げたいのは、甲府から外に出た人が皆、都落ちという形で

受けとめられるのは、私は、県教育委員会としては違うのではないかと。例

えば、韮崎高校でサッカーをしたいという場合に、これまでは全県一学区で

ある文理科を受ける方法しかなかった。今回は全県一学区の中で、韮崎高校

普通科に行けるわけですし、その後のいろいろな状況を聞いてみましても、

それぞれの高校に意識して行って、そこで充実した生活を送っているという

生徒は非常に多いと思います。 

  特に一番申し上げたいのは、ある程度、不本意な方もいると思いますけれ

ども、アンケート調査結果において、７５％、４人のうち３人が、今度の入

試制度になってよかったと言っているということは、自分の進学した高校に

対して、大半は納得した中での進学だろうと、そう言い切っていいのかわか

りませんけれども、それでもアンケート調査からはそういうことが言えるの

ではないかと考えております。 

 

樋口委員  わかりました。先ほど言った定員の問題のペーパーと今の数字をまた後で

いただくということで。また、今度は新しくなって２度目の入試制度ですか

ら、いろいろな課題、あるいは逆に期待も出てくると思いますから、継続し

てまた議論したいと思います。 

  最後に、先ほどの問題ですけれども、行動計画（素案）に、いろいろな面

で選挙公約に盛り込んでいない部分で落ちている部分があると思いますか

ら、私たちもこれからつけ足しを知事に求めていくんです。そういった意味

で、昨日のご答弁や、あるいは今までの新構想に沿った整備が、あと少しで

課題を整理する段階になってきていますから、そういうことだから、昨日、

新しい整備構想もというような答弁があったと思います。それをきちんと、

あと２つ、定時制、通信制、あるいは魅力ある学校づくりということを、ど

うなるかわかりませんが、載せていただくようなことを、知事部局といいま

すか、横内県政に教育委員会として求めていただくことを、私たちは私たち

でしますけれども、していただきたいと思いますけれども、その辺のご見解

だけ伺いたいと思います。 

 

廣瀬教育長  ただいまのご意見でございますが、私ども教育委員会としての考え方は、

常々、知事部局と連携をとりながらお話をしておりますし、知事さんにもお

話をしながら、こういうふうにしていきたいんだという思いをお話ししてお

ります。そういうことで、幾つか課題があるわけですが、そういう課題をで

きるだけ早く片づけていくように努力をしていきたいと思います。 

 

樋口委員  ありがとうございました。 

 

       （小中学校の道徳教育について） 

中込委員  私は、小中学校の道徳教育について、ご質問等させていただきたいと思い

ます。前職が老人ホームの園長でしたが、そこにボランティアで子供さんた

ちが来たときの目の輝きが、我々の子供のときと違うなというのを感じまし

た。ＣＡＴＶで合唱祭を見ていましたら、歌っているんですが、目の輝きが
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ないということで、これは社会の問題であると思うんですが、小中学校であ

れば、道徳教育とか、心の教育が大事と、こういうふうに思っていたところ

であります。昨日は鈴木教育厚生委員長も道徳教育の質問をされ、その答弁

をいただきまして、施策について、教育委員会の皆さんがほんとうに一生懸

命やっておられるということをきのうは痛感して、ご苦労されているという

ことを感じたところであります。 

  私も前々職のときには、職員のモチベーションをどうして上げたらいいか

ということで教育の分野に携わったものです。そのとき、道徳教育とか心の

教育はほんとうに難しいなというのを実感している１人として、皆さんのご

苦労もよくわかるところであります。昨日は鈴木委員長に対して答えて、い

ろいろな施策をやっておられるということですが、一番の問題は実践だと思

うんです。いろいろな施策があるんですが、心の教育の一番の問題は、実践

の場と思っております。現在、道徳教育をやっていく上で、実践の場におい

て、どのような成果が得られたのか、あるいはどのような問題があるのかと

いうことを、大まかでいいのですが、そのご認識を教えていただきたいとい

うことをまず質問いたします。 

 

杉原義務教育課長  学校教育全体が実践の場であり、教育の場であるということですが、その

中でも道徳の授業は週に１時間、どの学校にも位置づけられております。そ

の中で、学校の中のいろいろな実践であるとか、いろいろな教科を通じて教

わることを道徳教育につなげたり、深めたりというようなことを道徳の授業

でやっております。 

  そして、さらに道徳の授業で深めたものを今度はどうやって実践の場に生

かすか、それをまた学校生活の中で活かすというのが基本になるわけですが、

地域に帰って、例えば地域の空き缶拾いとか、清掃活動とか、ボランティア

活動とか、そうしたものへ子どもたちが積極的に参加しております。 

  かつての子供たちに比べますと、ボランティア活動に参加する子供たちも

増えております。私の体験で言いますと、日曜日に学校に行ったときに、子

供が校庭にきたので「どこへ行ってきたのか」と私が聞きましたら、「今、

老人福祉センターに行ってきた」と、そういうことを子供たちが言っており

ますし、石和では、スコレーで福祉まつりみたいなものがある。そうしたと

ころへも子供たちが行っているということを聞いておりますし、子供たちの

中にそうした意識というのは確実に芽生えてきていると思います。それも地

域の方々が学校にかかわってきて、そうした中で子供たちにも、地域の中で

自分のできるところはやっていこうという意識が芽生えていると思ってお

ります。 

 

中込委員  今の課長のご答弁から、徐々に芽生えているということで、ぜひそれを進

めていただきたいと思うんですが、私が思ったのは、心の教育は、現場にお

いて問題が起こったときが絶好のチャンスなんです。いろいろな問題が起こ

ったとき、そのときこそが、子供たちに、あるいは教える側も自分が学ぶ絶

好のチャンスであるから、こういうときこそ敢然と立ち向かって、それを成

功に導いたものを普及していく、あるいは周りの子供たちを感化していく。

これが心の感化だと思いますから、現場を重視する施策を大事にしてもらっ

て、今、私が言ったように、どんどん成果を増やしていただきたいと思うん

です。 

  もう一つ感じたことは、知育にしても、体育にしても教育すべてはそうで

しょうけれども、特に徳育は、知識よりも感化力だと思うんです。その感化

力を先生方はいっぱい持っている。この間、学校へ道徳教育を見に行かせて
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いただいたんですけれども、先天的に感化力を持った先生もいるでしょうし、

だんだん経験を重ねながら、力をつけた先生もいると思うんですが、若い先

生の中には持っていない方もいるだろうと思うんです。そういう先生方が、

子供たちを心の教育で感化していくことはなかなか難しいと思うんですが、

こういう先生方に対する指導とか、あるいは無理なところがあれば、例えば

部外の感化力を持った人を登用するとか、この辺の現場の指導者に対する対

策はどうしているのか教えていただければと思います。 

 

杉原義務教育課長  道徳については、小中学校の場合は、教師と子供たちの人間的なふれあい、

人間的な関係の中で伝えていく、教えていくことが特に重要だと思っており

ます。特に道徳についてはそうした面があるものですから、日ごろの子供た

ちと担任との関係、それは道徳の授業ばかりでなくて、いろいろな教科、学

級指導、そうした中で子供たちとの人間的なつながりを深めるように、さま

ざまな研修をしております。 

  教師の研修というのはまず、日常の学校現場での研修が一番大事になると

思います。場面、場面でどのような指導をしていけば、子供たちの心を理解

してつながっていけるのか。そうした研修をまず基本にやりますが、その上

で、道徳の指導とか、内容についても研修を深めています。 

  といいますのは、社会がどんどん大きく変わり、子供たちもその中でどん

どん変わる。１年前にやった指導、内容、方法が、もう子供たちとうまくつ

ながっていけない、子供たちを感化できない。そうしたことがありますので、

絶えず研究をしていかなければならないので、年配であろうと、若手であろ

うと、そうした研修はやっていかなければならないと思っております。 

  また、足りない部分については、外部の講師ということですが、例えば、

運動としてトイレの掃除をやっている方を授業に招いてお話していただい

たり、妊娠中の方に、今、自分の中で生命が育つというのはどういうことな

のかということを話していただいたり、そうしたことをやって、教師の手の

及ばないところ、子供たちを感化させたいものについては、地域の方とか、

専門の方を招いて、道徳の授業をやるような指導の工夫をしております。 

 

中込委員  ＮＨＫで「課外授業」というのがありまして、私はそれを見ていまして、

感化力というのは、昔のような権威ではなく、その人の秀でた能力、みんな

が認める能力を持ってやると、みんなが認めていくという時代になってきて

いると。見ていると、能力を持っているということと、感化力を持っている。

この２つで教育をしていただきたいと思います。 

  あともう１点ですが、産経新聞の「正論」に出ていましたけれども、本来

のしつけとかは３歳とか８歳ぐらいまでに決まると、この間、資料をいただ

きましたんですが、そこが大事で、社会を挙げて、先生方と一緒にやってい

くように進んでおるんですが、昨日のご答弁の「つばさ」を読ませていただ

くと問題は、これに関心を持っているご家族は問題ないんです。私はいつも

思うんですが、関心のないご家族や子供、ここに問題があると思うんです。

ですから、ここでやらない、今、民主主義の世の中で言いたいことを言う、

ここが問題だと思うんです。 

  私はいろいろな外国を歩いたときに、子供たちがもっと悲惨な状況であっ

ても輝いている。日本はこんなすばらしいということを何で認識しないか。

これは今回の選挙もそうでしょうけれども、ＰＲが大事だと思うんです。で

も、ＰＲというのは、関心を持っている人に対するＰＲは何の意味もない。

費用対効果で、やらないほうがいい。関心を持たない、問題児と思われる人

に対するＰＲ、これは難しいですね。 
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  そして、今、マスコミとかが、いじめだとかそういうのを大きくとらえる

けれども、これはごく一部なんです。もっと道徳教育でこういうすばらしい

子をつくったというのがいっぱいあるはずです。これを、県として積極的に

マスコミにＰＲして、県民にＰＲすべきです。ＰＲの手段は、「つばさ」と

かはあまり効果がないと。テレビとか新聞とかそういうところに対して、い

いこと、どこの学校でこういうすばらしい成果、こんなプラスの面をやって

いて、我々日本の教育、山梨の教育はすばらしいんだということのＰＲの努

力をすべきと考えているんです。またはこういう施策を打っていただきたい

と思うんですが、ご意見はいかがでしょうか。 

 

杉原義務教育課長  全くご指摘のところを、これから私たちはやっていかなければいけないと

思ったところです。今までやっていることの中では、例えば、道徳の中で手

づくり教材をやっている学校がありましたら、あるマスコミが「ぜひそこへ

取材に行きたい」という話をいただきました。私たちもＰＲは、議員のご意

見をいただいて、ますますやっていきたいと思っております。 

  また、関心を寄せない保護者をどうするかということは非常に大きな悩み

の種ですけれども、幼稚園、保育園、小学校の段階でのつながりを、子供を

中心に据えた意味でもですが、周りを取り巻く保護者をどうやって学校教育

へつなげていくかも大事だと思っています。道徳教育も、道徳の時間の授業

参観も、ただ見ているだけではなくて、実際に保護者にも授業の中に入って、

先生たちと一緒に教育してもらうと。参観ではなく、参加へ、そういう取り

組みもしているところです。 

 

中込委員  ありがとうございました。問題はあって当たり前で、その問題をチャンス

に変えるという積極的な中で、校長先生以下みんなで取り組んでいただきた

い。私は前職で事故が起こったとき、この男の心をつかむ絶好のチャンスと

思って、それに取り組んでいった経験があります。その結果は波及して、組

織全般に、子供たちへという経験があります。物事は常にプラスで対処すべ

きだと思いますし、ＰＲもただ単にやるんでなくて、クレーマーというのは

問題の情報でクレーマーが出てくるんです。いい情報が出るとクレーマーは

いいことを言うと思うんです。ですから、クレーマーに左右されないように、

プラスのＰＲをしながらよろしくお願いしたい。 

 

       （栄養教諭について） 

望月委員  栄養教諭の件についてお伺いしたいと思います。これは前にもいろいろ議

論されたと思うんですけれども、学校教育法の一部が改正されまして、平成

１７年度から施行ということでありますが、本県におきましても、平成１９

年度には５名の採用ということであります。まず、栄養教諭の重要性につい

てどのように考えているのか。法令によりますと、「栄養教諭を置くことが

できる」ということになっているんですけれども、栄養教諭について、まず

どのようなお考えを持っているかをお聞きします。 

 

今井スポーツ健康課長 

  先生のお話にありましたように、今年度、５名の栄養教諭を採用いたしま

した。栄養教諭につきましては、子供たちの食の乱れが進んでおりますこと

から、子供たちの食に関する指導、それから、自分たちで食を選択する能力

を身につけさせるために、栄養教諭は必要だと考えております。 

 

望月委員  全国ではもう１,０００名という栄養教諭が採用されているということで
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ありますけれども、本県で５名ということで、子供の個別指導とか、栄養管

理について、または総合的な栄養の管理、担任の先生と連携ということにな

りますと、とても５名という人数ではその作業ができないのではないかなと

思います。 

  そこで、免許法の認定講習があるんですけれども、栄養職員に栄養教諭に

なっていただくため、講習、また、認定がどのようになっているか教えてく

ださい。 

 

今井スポーツ健康課長 

  栄養教諭の認定につきましては、現在、栄養士の資格を持って学校に勤め

ている、いわゆる栄養職員を対象に、毎年講習会を実施しております。山梨

県においては、ほぼ全員が講習会を終えております。あと、私立の関係で若

干残っておりますので、来年度もそういった方を対象に講習会を実施してい

くこととしております。 

 

望月委員  数字的にはどのくらいですか。 

 

今井スポーツ健康課長 

  既に１０５人の方が認定講習会を受講しております。受講しただけでは栄

養教諭の資格は取れませんから、本人が栄養教諭の資格認定を申し出なけれ

ばなりません。現在は、この１０５人のうち６４人の方が申請をして、免許

を取得しております。 

 

望月委員  ６４人ということですけれども、来年度はどのような採用をしていくので

すか。必要性があるということになれば、ある程度、大幅に採用していくと

いうお考えがあるのかどうかお聞きいたします。 

 

今井スポーツ健康課長 

  １９年度で５名採用いたしました。この方々の状況を勘案する中で今年は

検証いたしまして、その検証によりまして、今後、採用の方向を考えていき

たいと考えております。 

 

望月委員  検証も必要かと思うんですけれども、そのもの自体がどうでしょうか。５

名でいいのかどうか。私は５名では少ないと思います。先ほども言いました

ように、担任の先生との連携とか、総合的な栄養指導とか、こういったこと

におきまして、数が少なくて検証どころではないと思います。目標的なもの

はあるんですか。 

 

今井スポーツ健康課長 

  いずれにいたしましても、栄養教諭は増やしていかなければならないと考

えております。ただ、財政的にも負担がかかりますことから、全体的なバラ

ンスの中で、全国的な状況も勘案しながら、今後検討させていただきたいと

思います。 

 

望月委員  子供の食生活は一番の基本です。本会議で、学力の問題の質問をいたしま

した。世界的に知能の競争です。日本が将来的に安定して生き残っていく一

番の基本です。そういう中で、山梨県のこれから時代を担う子供たちの教育

の一番の基本が食生活ではないかと感じるんですけれども、そこら辺の重要

性をどんなふうに認識しているんですか。 
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今井スポーツ健康課長 

  確かに子供たちが朝食を抜きで学校へ来ると、１日ボーッとして過ごして

しまうと、朝食の重要性はあらゆる方面から指摘をされており、先生のおっ

しゃるとおりだと思います。学校で、食育推進につきまして、栄養教諭だけ

でなく、栄養職員も、チームティーチングとか、非常勤講師等に委嘱する中

で、学校全体として関わっておりますので、さらに栄養教諭になればプラス

になりますから、先ほど申しましたように、今後増やしていくという方法で

検討させていただきたいということでございます。 

 

望月委員  予算の問題もあるということですから、それならばもう少し決定権を持っ

た方々のお考え、栄養教諭を今後どのように増やしていくのかお聞きしたい。 

 

広瀬次長  定数の関係がございますので、私のほうでお答えさせていただきます。繰

り返しのような答弁で大変申しわけないのですが、新しく５人の栄養教員を

導入しましたので、その成果がどれくらいかということを検証することはや

はり必要なことでございます。それをしつつ、先ほどスポーツ健康課長が答

弁申し上げましたように、基本的には増やすことが必要であろうという認識

を持ってございますので、定数の中でいろいろ検討させていただきたいと考

えております。 

 

望月委員  ぜひ増やしてもらいたいと思います。 

  それから、給与状況ですけれども、教育３表の給料表のようでありますけ

れども、今議会におきまして、第１１９号学校職員の給与条例の一部改正の

中で増額されていますが、栄養教諭の給与体制について教えてください。 

 

今井スポーツ健康課長 

  現在の学校栄養職員、いわゆる栄養士は医療職の適用になります。栄養教

諭は学校の先生ということですから、教育職の３表を適用しております。 

 

望月委員  ３表は一般の先生とどこか違いがあるんですか。 

 

今井スポーツ健康課長 

  同じでございます。栄養教諭になれば、同じでございます。 

 

望月委員  一般の教員と同じ給与体系ということでよろしいわけですね。 

 

今井スポーツ健康課長 

  同じでございます。 

 

       （中高一貫教育について） 

望月委員  わかりました。 

  それでは引き続きまして、もう一つ中高一貫教育について伺いたいと思い

ます。今、全国的に、公立中学校の中高一貫教育が急激に進展しております。

平成１１年からそういった制度になったようでありますけれども、全国で２

５７校という数値が出ておりますけれども、山梨県において、中高一貫教育

について、どのような過程の中で審議したり、また、議論がされているのか、

その辺からお聞きしたいと思います。 
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山本新しい学校づくり推進室長 

  中高一貫教育校についてのお尋ねであります。今、委員がご指摘のとおり、

本制度は平成１１年にスタートいたしました。新構想はその前の平成８年に

つくったものですから、中高一貫については記載がございません。このため

に、県教育委員会といたしましては、文部科学省の整備方針を踏まえまして、

平成１１年から、中高一貫教育研究会議とか、中高一貫教育懇話会とう組織

を立ち上げまして、検討してまいりました。 

  簡単に申し上げますと、当時の議論としては、受験エリート化しないとか、

受験競争の低年齢化を招かないという配慮のもとに、定時制高校とか、総合

学科高校とか、単なる普通科ではない学校に中高一貫をつくったらどうか、

という方針が平成１４年の時点で懇話会から出されております。その後、庁

内に設置しました検討委員会の中で、定時制ではなくて、もう少し具体的に、

甲府周辺の普通科高校も視野に入れるべきではないかとか、また、昨日も教

育長の答弁にありましたけれども、県境にある高等学校が生徒の減少によっ

て縮小していく恐れがありますので、そういったところを補完する意味で検

討したらどうか、というようなことでいろいろな検討をしておりますけれど

も、現在のところ、明確な方針は固まっていない状況でございます。 

 

望月委員  中高一貫教育をどのような形の中でとらえているのか。全国的に、生徒や

保護者は、大学の進学率がいいか悪いかで選ぶんです。私立の場合はどうし

ても６年間で５００万、６００万かかる。しかし、公立の場合は１００万ち

ょっとくらいで済む。こういう形の中でブームになっていると思うんです。

全国の状況等もきちんと調査をして、これに取り組んでいるのか。総合学科

は大事かもしれませんけれども、これもやはり選択肢の中に置いていくとい

うことが必要だと思うんです。 

  次長は国から来ていますから、その辺をいろいろと掌握しているのではな

いかと。中高一貫教育を、何が目的で生徒、保護者は選ぶのか。そして、そ

の必要性をどのように考えているのか、また、それを受験する生徒、保護者

に対して、そういう選択肢を与えるのも県教育委員会の仕事ではないかと思

うんですけれども、いかがですか。 

 

佐藤教育次長  総合学科高校も中高一貫高校も、いわば新しいタイプの学校といたしまし

て、それぞれが特色を持って設置されていくものと思います。本県の中高一

貫校につきましては、まだ具体的な結論には至っておりませんけれども、今、

山本室長から話もございましたように、さまざまな方法が考えられると。甲

府市内に設置をしていくという考え方もあれば、一方で、県境に設置をする

といった、いろいろな考え方が今、あるということでございました。 

  中高一貫校は、中学校は設置者が市町村立でございます。また高校は県立

でございますので、その市町村立と県立、双方がどういう目的を持って、中

高一貫校を新たに設計していくかということになると思いますので、これは

県のみの考え方だけでなく、市町村側のお考えなどもよく聞いていきながら、

中高一貫校といったものについて考えていくものではないかと、このように

認識をしております。 

 

望月委員  中高一貫教育の中で、中等教育学校というものもありますよね。それで、

併設型の中高一貫、それから、連携型の中高一貫というものがありまして、

もっと早く取り組んで、山梨県の地域性を見て、中高一貫教育について一定

の方向についてはこうですよと、この辺をきちんとしていただけるような体

制の中で取り組んでいただけないと、山梨県に生まれた子供たちは選択肢が
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狭い中で教育を受けていると、こういうことですよね。 

  今、公立学校がゆとり教育といって週休２日で、ゆとりで最低の状況にな

っていると、こういう実態を見た中で、山梨県は何があるかといったら、豊

かな環境とか豊かな緑があると言いながらも、やはり人材を育成することが

一番です。そして、我々の責任です。将来の山梨県のために、皆さん方も責

任があるんです。その一番のもとです。先ほど話した、体をつくっていく栄

養職員の問題もそうですけれども、今度は選択して、優秀な、日本を背負っ

ていく、世界を背負っていくと、そういう人材をこの山梨県からつくってい

こうではないかと、こういうものも私は強く感じるわけです。その辺につい

て。 

 

佐藤教育次長  人材育成は、本県の発展の要でございます。先日は産業界に対する人材供

給はどのようにあるべきなのかといった検討会議が県において、産業界の方、

工業高校、大学の方等々が集まりまして初めての場が開かれたということで

ございましたが、人材供給をどのようにしていくかということは非常に大切

な事柄でございます。今、委員からご指摘のありましたことについても、今

後しっかり検討させていただきたい。 

 

望月委員  懇話会もありまして、検討されたというようなことも先ほど話がありまし

たけれども、もっと具体的に「さすが山梨県だ」という評価ができる形の中

で今後やりたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 

 

       （職業教育について） 

臼井委員  今、人材云々という話がありましたが、１つだけ聞かせてください。職業

教育についてですが、高等専門学校がないのは全国でわずか２、３県ぐらい

でしょうか。そういう中で、高校の再編とか、いろいろなことを今、やって

おられるはずですけれども、もしこのまま少子化の推移によって、さらに高

等学校の統廃合を進めていかなければいけないというときに、工業系の職業

高校の廃校等を強いられるというような場面がなきにしもあらず、相当現実

のものに将来はなっていくのかなと。公私比率の問題もございますから。 

  そういう中で、例えばおととい、本会議の議論の中でも、人材を得られな

いために、企業が県外に出ていってしまうという議論もありました。一方で

は少子化だから、言葉は悪いけれども、学校を少なくしていかなければなら

ないという問題も生じてくる。また他方では、職業人、技術者をしっかり養

成しなければいけないという中で、今、本県の産業界、あるいは企業立地等

を担当している人たちが、いかに本県の人材が不足しているかということに

突き当たっているはずです。そんなことで、今、高等専門学校の必要性の議

論や検討があられたら教えてください。なければないとおっしゃっていただ

ければ結構です。 

 

佐藤教育次長  先日、技術系人材養成の確保に関する検討会議におきましても、委員のご

指摘の話題が出たところでございます。本県には、国立の高等専門学校の設

置はございませんが、一方で、今、国立の高等専門学校も生徒数の減少によ

りまして、統廃合の課題を抱えているという時期におきまして、新たな国立

の高等専門学校の誘致は困難が伴うのではないかというお話がございます。 

  それから、高等専門学校が仮に本県に設置をされたといたしますと、これ

はいわば人材供給で、子供の入学、子供たちがどこに就職していくかは、全

国区になるということでございます。本県の子供が高等専門学校に入り、外

へ出ていってしまうといった課題もまた抱えてしまう。メリット、デメリッ
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トを両方抱えるということから、これまで本県においては、あえて高等専門

学校を誘致、もしくは設置するといったことにはなっていなかった、そのよ

うな背景もございます。 

  今般の技術系人材養成の確保に関する会議におきましては、当面は本県に

職業訓練施設でございます産業技術短期大学校が県立でございますので、こ

の産業技短をより活性化していくということ、それから、教育委員会におい

ては、県立の工業高校を一層活性化していくということで、人材養成を図っ

ていきたいと考えております。 

  それからまた、先ごろの定員の策定に当たりましても、今後、少子化とい

うことで、１６０名余りの定員を公立高校については減員させていただきま

したが、これは普通科のみとさせていただきまして、工業系高校につきまし

ては、今後の産業界の人材供給の観点から、あえて定員減の対象にはしなか

ったといったこともございます。 

 

臼井委員  今、佐藤次長がおっしゃったような状況であることは私も承知しています

から、これ以上議論を進めるつもりはありませんが、承知しておいてほしい

のは、今、企業、いわゆる製造業が求めている技術者というのは、３年間の

履修ではともかく少ない、さりとて、これは皆様の所管ではないけれども、

産業技術短期大学校は、普通高校から行く人もあり、工業高校から行く人も

ありましょうけれども、ともかくキャパシティも少ないし、中には観光ビジ

ネス科とかがあり、すべて工業技術の専門大学校ではありませんから、そう

いう意味で、山梨県の教育機関を熟知し端的な物の言い方をする人たちは、

工業高校と産業技術短期大学校が合体して、高等専門学校をつくってくれた

らありがたいという話があるんです。承知しておいてください。 

 

（ 休  憩 ） 

 

       （発達障害のある児童生徒への支援について） 

進藤委員  発達障害のある児童生徒に対する支援について昨日も質問させていただ

きましたが、その答弁の中に、発達障害者のための支援教室を増設したとい

うご答弁がございましたが、それがどのような内容かということをお聞きし

たいと思います。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  小中学校には特別支援学級を配置しておりますけれども、２つの学級に分

けられます。一つは単級として１つの学級を設置して、知的とか、肢体とか、

情緒障害とか、そういう学級を１つ独立して、普通学級とは別につくる方式。

それは障害の重い子供で、昨日の答弁で申し上げたのは、特に情緒障害にか

かわってのご質問でございましたから情緒について申し上げますと、ある程

度症状が重い子供さんについては、情緒障害児の特別支援学級を単級で設置

し、そこに担任の先生もおられて、常時そこで授業を受ける子供さん。 

  それに対して、今回、特別支援教育という展開の中で、ＬＤ（学習障害）

とか、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）といった子供さんを対象にしていこ

うということになったわけであり、そういった子供さんは、知的にも遅れて

いるわけではない。ただ、読み・書きというような部分のある部分が対応で

きないという子供さんということですので、単級的ではなくて、通常学級に

籍を置きながら、これは文部科学省もこのような考え方の中で指導している

わけですけれども、私どもの県では、通級指導教室を設置しています。 

  イメージ的には、ある小学校の中に、通級指導教室という教室を設けてお
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きます。その学校の普通学級にいる生徒さんで、特別な支援が必要だという

方については、週当たり最大８単位、４５分授業を８コマくらい、自立活動

とか、教科補充の指導をするためにその学級に通う。その小学校、中学校の

みでなく、その近隣の小学校、中学校に在籍しているそういった生徒さんも

曜日を定めてそこに行くという形で、通級指導教室を設置いたしております。 

  それが昨日、答弁させていただいた通級指導教室の内容になるわけですけ

れども、これは４教室だったものを今回７教室という形で、３教室増設をさ

せていただいたということでございます。 

 

進藤委員  ３教室増やしたということですね。どちらの学校へ増やしたんですか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  ７教室の学校名を申しますと、甲府市で伊勢小と南中、甲斐市の竜王小、

南アルプスの若草南小、甲州市の塩山南小、都留の谷村第一小、大月の大月

東小で、ある程度エリアを分散させまして、センター的な機能を持たせると

いうことで、その７校に設置いたしております。今回新しく増設したところ

が竜王、若草南、谷村第一であります。 

 

進藤委員  その指導学級へ総数何名くらいの児童、生徒が行っているでしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  小学校、中学校合わせまして、７５名でございます。中学が６名、小学校

が６９名ということでございます。 

 

進藤委員  その状態で、対象となる発達障害児や障害の生徒を十分にきめ細かに指導

をしていける状況でしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  児童、生徒の情緒障害の対応というのはいろいろ分かれております。その

中で、先ほど申したとおり、ある程度重い子供さんについては、情緒障害児

学級という形でやっておりますし、知的なものを伴っている方については、

知的障害の特別支援学級に入れるという方針もありますし、それぞれの対応

に応じてであります。足りているかどうかということに関しては、要望はい

ろいろな学校からございますけれども、教員の定数の問題とか、全体的なも

のを考慮しながら、必要なところにセンター的に配置しているというのが今

の状況でございます。 

 

進藤委員  各普通学級において、発達障害を持たれている子供さんたちの面倒も見な

がら、普通の授業も進めていくということで、非常にご苦労が多いと思うん

です。このような支援学級をできるだけつくるためには、結局は教員の定数

に関係していくと思うんですが、今、文部科学省のほうでも、生徒に１人１

人向き合って指導していくという面から、増員をというのが話題になってお

りますが、できるだけそのような教室、学級数を増やしていっていただけれ

ばほんとうにいいと思いますが、見通しはいかがでしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  委員もご存じのとおり、今、文部科学省におきましても、教員の増員等に

ついて要求しているという状況と聞いております。そういった国の動向等も

見定めないとならないと思います。 
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  それと関連しますけれども、答弁させていただいたとおり、補完的な意味

合いで、今、通級指導教室に学生支援員という形で、山梨大学、都留文科大

学の学生さんを一定時間、週に２時間くらいでありますけれども、そこに入

っていただくということで、例えば授業中に子供さんが飛び出していくとか

いうようなときのために、授業を円滑に進めるための支援員を設置しており

ます。また、これは県ではございませんけれども、市町村が地方交付税制度

の中で盛り込まれました支援員制度というものがございまして、こういった

ものを配置している市町村も多くございます。こういった中で、トータル的

に支援していくことが必要であると考えております。ただ、定員の問題につ

きましては、これは国の動向を見なければならないと考えております。 

 

進藤委員  大学生の支援員を採用しているというお話を伺ったわけですが、何名くら

いいるのでしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  小学校４校に１５名であります。 

 

進藤委員  その学生さんの仕事に対する手当はどうなっているのでしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  これは文部科学省から委嘱されました特別支援教育体制推進事業という

全額国庫の委嘱事業がございまして、これはいろいろなことに使えるわけで

すけれども、その事業を用いて予算的には全額、国の予算であります。１回

の派遣に対しまして５００円の謝金を学生さんにお渡ししております。原則

として週１回半日程度、１回当たりおおむね４時間ということでお願いして

おります。 

 

進藤委員  １回が５００円というのは安いなと思ってしまったんですが、学生の実習

というようなことも兼ねた仕事としてとらえているんでしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  これは教員養成課程がある山梨大学と都留文科大学でありますけれども、

特に山梨大学におきましては特別支援教育の課程がございまして、そちらの

学生さんに声をかけたところ、自分も将来的に教職の道に進むので、障害を

持った子供さんも教育したいという学生さんが自発的に、自分のためになる

ということで、ボランティア的に入っていただいているというのが今の状況

であります。 

 

進藤委員  実習も兼ねた、ある程度、ボランティア的なものもあるんでしょうかね。

どのように募集なさったでしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  それぞれの大学に私どもが出向きまして、この制度の趣旨をご説明申し上

げたところ、ご理解いただいて自主的にそれに応じていただいた。条件も提

示し、これに同意していただいている。ボランティアという言葉が適切かど

うかはわかりませんけれども、半日５００円が高いか安いかというようなこ

とになるわけですけれども、それが自分の将来のためにも非常に役に立つと

いう中での参加と聞いております。また各大学と協定書を締結しまして、強

制ではなく、学生さんの自主的な申し出でやっているようでございます。 
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進藤委員  若さにあふれ情熱のある学生さんが、発達障害の子供さんたちと一緒に勉

強するという姿勢はとてもいいことだと思いますけれども、その４校だけに

行っているわけですから、「うちの学校へも欲しい」というような希望はあ

るでしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  この事業は９月１日からいろいろ準備し、まだ発足したばかりでございま

す。私どもは、全体で４０名くらい確保できればと思っております。大学も

山梨大学、都留文科大学ばかりでなく、山梨英和大学におきまして心理学等

を専攻されている学生さんもいらっしゃいますし、また健康科学大学におき

まして、理学療法、作業療法等を学んでおられる学生さんもいらっしゃいま

すので、今、この２大学につきましても相談をさせていただいている。ただ、

その２大学については、まだ準備が整わないために、この９月からの派遣に

は間に合っておりませんけれども、これからも関係大学にご相談させていた

だく中で充実を図っていきたいと思っております。 

 

進藤委員  今、発達障害児童の適切な指導を進めていくということが非常に大事なこ

とで、多くの人がかかわらないとなかなかうまくいかないと思います。峡東

のほうでも、連携的なモデル事業をなさっているようですが、その成果が大

変期待されるわけです。ぜひとも、今のような大学の学生さんもともに勉強

してもらったりしながら、山梨県内のいろいろな方々が発達障害児のことを

理解し、地域に学生ではないけれども大人になった就労をしている子とか、

しないで家にいる子とかがいますので、そういう方々へも手を差し伸べてい

くためには、大勢の人が障害を持たれた子供さんたちとかかわりながら、病

気をよく理解していくという意味でも大事なことだと思いますので、これを

進めていっていただきたいと希望しまして終わりたいと思います。 

 

鈴木委員長  ほかにございますか。 

 

       （僻地教育について） 

石井委員  私は僻地教育のことにつきましてお伺いしたいと思います。県内でも１０

ブロックぐらい、僻地と言われる学校があると思いますけれども、私の地域

におきましても小菅・丹波山小、中学校がございます。過日、小菅村におき

まして、県下の僻地教育研究大会が行われたんですけれども、そのときに子

供たちが大会が始まる前に、太鼓で迎えてくれたんです。これは大菩薩御光

太鼓だと思いますけれども、すばらしい演奏をしていただきました。これは

先人が引き継いだ歴史文化を親と子が一体となって教育に取り組んでいる

姿を目の当たりに感じたとき、ほんとうに感動させられたわけです。 

  今、抱えている僻地の教育の問題は、これは教育関係だけでは解決できな

いものだとは思いますけれども、少子化、そして教員の不足。それは村で採

用された先生方を、村単で教諭を配置しながら、できるだけ地域に根ざした

教育をということで取り組んでいるようですけれども、こういった点につき

まして、県としてどのような考えをしていますか。今後、統廃合もできない

ような地域で、その点についてお伺いしたいと思います。 

 

杉原義務教育課長  まず教員の不足ということですが、これは東部地区交流ということで、地

域在住の教員が少ない郡を、昔の言葉で言えば、国中地区から、交流によっ

て人材を確保しているという実情があります。交流により交代で行ってもら
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うわけですから、何年かたてば帰ってくるというのが原則で、それは地域の

方には申しわけないとは思いますが、やむを得ない措置として、そういう仕

組みで人材を確保しております。 

  また、例えば小規模中学校であれば、教科の数が足りない、教員の数が不

足するということが出てくるわけですが、そこについては小規模中学校非常

勤講師配置事業によって、専門でない教員が無免許のままやるということが

起きないような仕組みをとっております。また小学校におきましては、小規

模で子供たちが複式になる部分について、国よりも基準を下げて、県で少な

い人数でも複式解消という措置をとっております。それ以下のものについて

は市町村のほうで手を入れていただくということで、子供たちに教育に支障

がないようなことをやっております。 

  そうしたことが、全国学力学習状況調査にも出ましたが、全国どこでもほ

とんど教育水準が保たれているということにあらわれていると思うんです。

また、地域の伝統文化の継承につきましては、今ご紹介いただいたように、

各学校で、それぞれの地域で、小さな学校で大きな実践をということで、地

域の人たちと一体になった学校の教育を進めているということを知ってお

りますし、私たちも指導主事として、そうしたところに学校訪問をさせてい

ただきながら、指導に、支援に当たっているところであります。 

 

石井委員  ありがとうございます。実は非常勤講師でございますけれども、小菅村で

も来年は２名ぐらい必要ではないかというようなお話をされているようで

すけれども、希望の方が少ない。あるいは、郡内と国中との格差があるよう

な感じを受けているということで、来年度に向けての非常勤講師もなかなか

難しいような状況という話も聞いているんです。丹波山村におきましても、

現在、村単の教諭を採用しながら、学級を保っているという話でございます

けれども、こういった点で、財政も非常に圧迫されているのではないかと思

うときに、これは財政的なことですから、また委員会とは違うかもしれませ

んけれども、県のほうからも１つそういう形で今後考えていけるかというこ

ともお伺いします。 

 

杉原義務教育課長  人材の確保につきましては、私たちも人材確保が困難な地域を最優先にす

るように、人事配置を心がけております。また非常勤の確保につきましても、

そうしたところは小規模になりますので、小規模校がまず優先ということで、

配置をしているところであります。今後も引き続き、そうした努力をしてい

きます。 

 

       （村の教育委員会等への支援について） 

石井委員  ぜひよろしくお願いします。 

  それともう１点、来年は丹波山村が全国の僻地研究大会の会場に予定され

ていると思います。それで、小菅村の小学校の校長先生が事務局長というこ

とで取り組まれていくわけですけれども、こういった大会も非常に大きな負

担がかかっていると思いますし、また、校長としての職務もあるわけですか

ら、さらに全国の事務局ということになりますと、それなりの大きい負担が

あるわけです。 

  それから、全国大会を成功させるためには、総力を上げて取り組んでいか

なければならないのではないかと思います。会場につきましても、この間の

台風で体育館の床がどうにもならないということで張りかえをしていただ

けるような配慮もしていただいているようですけれども、そういった点で、

丹波山村の会場に対する何らかの特別な援助は考えられないものでしょう
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か。それと、道路も非常に悪いようです。これは道路関係になりますけれど

も、そういった面も含めて、土木部とも連携をとりながら、成功させていた

だきたいと思っています。 

 

都築学校施設課長  先日の災害にあいました丹波中の体育館につきましては、現在、文部科学

省の査定中ということで、先週、国から査定のために職員が来て見ていただ

いております。このことにつきましては、助成金をいただく中で年度内には

工事が完了するということで判断しております。 

 

石井委員  ありがとうございます。県でも僻地教育に大きい力をいただいているとこ

ろでございますけれども、とにかく統廃合もできないというような位置にあ

りますので、今後も力強いお力を賜りたいと思います。 

  それから、先ほど、高校教育のことで、樋口委員からいろいろ細かいとこ

ろまで話が進められましたので、私も十分理解していますけれども、新しい

高校づくり研究協議会が平成６年ごろ発足して、答申して、総合学科導入に

なったわけです。当時、小学区総合選抜制度で全国でもまれに見る成功と聞

いておりました。 

  それで、新しい高校づくりが進められる中で総合学科が導入されまして、

城西高校が非常に大きな成果を上げているというお話も聞いております。あ

と、残る峡東と峡西ブロックですけれども、このよさというものをＰＲして

いただくと同時に、園芸高校についても県の農林業に大きい功績を残してい

るので、同窓会といったことで慎重を期していると思いますが、そういった

ものを十分残すということの中で説明していただいて、理解を求めて、１日

も早い完成に向けていただければと思っております。 

  そこで、聞きたいのは１つはこういう点があるんです。全国にも２例ぐら

いしかないそうですけれども、上野原高校へ小菅村の中学校を卒業した生徒

の送迎バスを運行しているんです。先ほど、道路の話もでましたけれども、

雪の日、台風の日、そういう日でも欠かさず上野原高校へ、今、１１名と聞

いておりますけれども、村で運行しているわけです。こういった教育へ対す

る情熱が村づくりは人づくりということで、村を挙げてそういう形をとって

いるわけです。 

  年間でも２００万から３００万近い経費がかかっているということで、人

口１,０００人を割っているような状況下の中で、村の負担は、非常に厳し

い財政状況になっていると思います。教育の尊さも先に立つわけですけれど

も、現状から考えると、大変ではないかなと思うときに、県教育委員会の考

え方といいますか、そういったところをお伺いしておきたいと思うんです。 

 

都築学校施設課長  通学のスクールバスの形態ですけれども、私どもは国のほうから補助金を

いただいて、小中学校が利用する場合に、市町村が購入バスを国から補助金

をいただいて、運営しています。それから、それぞれの市町村がバスを運行

しないで、民間のバスを使って通学する場合の補助制度も持ってはいるんで

すけれども、今、高校へ、市町村でどういう形で行かせているのか、私は知

らなかったものですから、今お答えできないので、申しわけありません。ど

ういう形の補助制度があるのか後程、確認いたします。 

 

石井委員  わかりました。小中学校は市町村が大きくかかわることでありますけれど

も、高校教育も村が積極的に取り組んでいるわけです。そういったことも含

めて、財政上の措置が、少なくとも高校教育に対する考え方として受けとめ

ていただいて、何らかの形でご援助いただけることがあればと思います。よ
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ろしくどうぞお願いしたいと思います。 

 

       （少人数教育の拡充等について） 

小越委員  何点かお伺いいたします。まず３０人学級についてです。中学１年生に少

人数学級の導入ということで、現在の段階で、何校、何クラスが対象でしょ

うか。３０人とか３５人とか、多分数が出ていると思うので、何校、何クラ

スが対象なのか教えてください。 

 

広瀬次長  何校、何クラスということで、幾つかシミュレーションでお答えするしか

ないんですけれども、例えば３７人で編成しますと１０校、クラス数は、学

年１学級もありますが、それも含めて言いますと、１０クラスです。それか

ら、３６人になりますと、１７校、１７クラスです。３５人になりますと、

３０校、３０クラスです。３４人になりますと、４０校、４１クラスです。

午前中の義務教育課長の答弁でも申し上げましたように、ある程度の規模で

ということですので、数字の上で言えば、３１から３９の間でございますけ

れども、今申し上げたような範囲のパターンでシミュレーションの計算は行

っています。 

 

小越委員  ということは、この範囲の数だと推察いたします。施設の増設というか、

教室が増えなければならない、設備の面で増築しなければならない、そうい

う学校の準備はされているんでしょうか。 

 

広瀬次長  今の該当する学校というのは、その基準で拾って、どの学校が該当すると

いうことで内々にはあるわけですけれども、それについて、まだ人数が決ま

っておりませんから、現場へその話はおろしておりませんので、施設につい

ては現状はまだ把握しておりません。 

 

小越委員  となりますと、ほんとうは３０人がいいんですけれども、今、県教委で考

えている最大は３４人で、４０校、４１クラスになりますと、中学生ですの

で、クラス担任でない先生方と思うんですけれども、教員の数は何人必要で

しょうか。 

 

広瀬次長  今、委員がおっしゃったとおり、現在、小学校１、２年生に導入している

「かがやき３０プラン」では、学級が増えるごとに担任が１人増えるのが原

則でいいわけなんですけれども、中学校になりますと、教科担任制になりま

すから、１学級増えたときに、プラス１人でいいのかどうなのかというのは

別の考え方が必要になってきます。おそらく１人では足りないはずなんです。

だから、１人とあと何人、何人というのは整数ではなくて、端数でいくとい

うことですけれども、それもいろいろなパターンを考えてシミュレーション

をしている最中で、現在、何人というのは固まってはいません。 

 

小越委員  となりますと、最大４１プラス、５０人とか６０人とか４０人とかいう感

じだと思うんですけれども、今回も、その前も、補正予算で新規採用は出な

かったんですけれども、４０人くらいの先生方が増えるとなりますと、この

先生方を新しくどういう方向で増やすのか、新規採用はもう試験が終わって

しまったと思うんですけれども、どう先生方を確保するんでしょうか。 

 

広瀬次長  例えば具体的に申しますと、大月市、上野原市で、小中の統合が来年度か

ら始まりますので、それによって、いわゆる現場の教師が今ほどは必要がな
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くなりますから、そういうことが数字上、カウントができると考えています。

それからもう一つは、少人数学級を導入するということですが、中学生に対

しても、今、少人数指導をするための加配の先生がいます。少人数指導をす

るための加配の先生を、今度、少人数学級にするときには、今のことを前提

にして、さらに学級を分けるということは、少人数教育用の二重の加配にな

ってしまいますので、その整理が１回必要だと思っていますから、そういう

やりとりを考えています。 

  なお、先ほど委員がおっしゃったとおり、採用試験は終わっておりますが、

最終調整の上では、期間採用の話も多少は出てくると思っております。 

 

小越委員  期間採用というのは１年で再更新になりますので、正規職員ではないんで

すけれども、そうではなくて、先生方を雇ってもらいたいと思っています。

さっきのお話によりますと、加配はなくなるということですか。例えばいじ

めとか、不登校の加配とかが出ているんですけれども、その先生方を少人数

学級に回して加配がなくなるというのは、現場からすると、先生の数が増え

ないということになってしまうんですけれども、そういうことですか。 

 

広瀬次長  いじめ、不登校の加配ときめ細かな指導を行う加配は別でございますので、

いじめ、不登校の加配が減ることはありません。 

 

小越委員  先生方を増やすという立場でぜひやってもらいたいんです。行政改革を見

ますと、当初、教員が行政改革で５４４人減ることになっているんです。多

過ぎると私は思うんですけれども、この５４４人の中身はどういうことなん

でしょうか。 

 

広瀬次長  すみません。今、手元に資料がございませんので、その内訳については後

ほどご説明させていただきたいと思います。 

 

       （高校の授業料免除について） 

小越委員  学校の現場の先生方が５４４人減るというのはすごい数です。これから、

３０人学級はぜひとも学年を拡大していただきたいと思っているし、３０人

学級だけではなく、先ほどもお話が出ていた加配の先生方は、今、子供たち

はいろいろな問題を抱えたり、親や地域との関係も含めて、先生方は大変多

忙化しています。今までの問題も解決していかないと思いますので、ぜひこ

こは減らすという立場ではなく、増やす立場で。先ほど、国では教員の増も

要望しているという答弁もありますので、そこの話がこの行政改革の話と若

干変わってきてしまうんです。教育委員会ですから、みずから減らすという

ことでなく、増やすという立場でぜひお願いしたいと思います。 

  次に行きます。２点目に、高校の授業料のことです。授業料免除がたしか

１,３００人を超えて、６.６％で、毎年毎年増えていると思うんですけれど

も、これはなぜ増えているとお考えでしょうか。 

 

滝田高校教育課長  委員がご指摘のとおり、年次を追うごとに増えております。増加の主な理

由は、経済的な生活困窮があろうかと思います。一方で本制度に対する県民

の理解が高まり、せっかく使える制度ならば、遠慮なく子供の教育にこの制

度を利用したいという認識が高まっていると考えております。 

 

小越委員  県民の意識が高まってきているのはいいことだと思うんです。周知方法は

どのようにされているんでしょうか。 
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滝田高校教育課長  近年、利用生徒数が増えていることもあって、入学時に全生徒、あるいは

生徒でない場合には、入学式のときの保護者説明会で全員に周知してござい

ます。なお、入学前に各学校に問い合わせもございますので、その段階で、

各学校で対応してございます。 

 

小越委員  １年生だけではなくて、例えば在校生の手続とかはどうなっていますか。 

 

滝田高校教育課長  １年次の説明もございますが、２年次、あるいは年次途中でもそういう申

し出がございますので、申し出があり次第、それにはすべて対応してござい

ます。 

 

       （奨学金について） 

小越委員  今、経済的困窮が増えている中で、授業料免除は大きな力だと思っていま

す。周知方法は徹底していただきまして、毎年、皆さんに配る。わからない

方もたくさんいらっしゃると思うんです。途中から申請はできないと思って

いらっしゃる方もいて、そのときから申請すればいいというのも含めて、周

知徹底をもっとしてもらいたいと思います。小中の就学援助に比べれば、人

数がまだまだ少ないと思うんです。私立に行く方もいるかもしれませんけれ

ども、就学援助を受けていた方とイコールに近い数であるべきだと思います

ので、もっと周知徹底してもらいたいと思います。 

  それで次に、奨学金についてお伺いします。山梨県で奨学金はたしか４種

類あるとホームページで見たんですけれども、今、何人の方が奨学金を受け

ていらっしゃいますか。専修学校ではなくて、高校生の人数でお願いします。 

 

滝田高校教育課長  まず一番大きなものは、みどり奨学会による奨学制度でございます。これ

は平成１９年度、途中辞退する生徒さんもいらっしゃいますが、現在把握し

ている数字が、１年生から３年生まで合計しまして、６３７名でございます。

ここには私立高等学校の生徒も入っています。定時制の生徒についてはまた

別の奨学金制度でございます。交通遺児の奨学生もございます。それも全く

別の制度でございます。 

 

小越委員  ６３７名というのは非常に少ない数だと思うんです。これは全在学生の

何％ぐらいになるんですか。 

 

滝田高校教育課長  暗算でまことに申しわけございませんが、３％弱になるかと思います。 

 

小越委員  先ほどの免除者が１,３００人で６.６％、６３７人ではそのくらいの数字

だと思うんです。例えば、授業料免除者１,３００人の方は、この奨学金を

皆さん、受けていらっしゃいますか。 

 

滝田高校教育課長  両方、つまり、授業料免除並びに奨学金を受けている生徒さんもございま

すし、授業料免除のみの生徒さんもいますし、奨学金のみの生徒さんもいま

す。特殊な例としては、授業料が減免になったので、奨学金を辞退されると

いった生徒さんもございます。 

 

小越委員  先ほど、経済的困窮が広がっていて、授業料免除は県民の理解が広がって

いると言うんですけれども、でも、就学援助よりも数が少ないし、奨学金が

６３７人で約３％。授業料免除されている方も全員が受けているわけではな
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い、また逆のパターンもあるんですけれども、なぜ奨学金を受けないんでし

ょうか。 

 

滝田高校教育課長  個人的な思いでお答えすることもできませんが、それ以上は必要のない方

もいらっしゃいますし、いわゆる授業料が免除になった方が、その段階で奨

学金を辞退されるということからすれば、あえて両方必要ではない方もいら

っしゃるかと思いますので、個々の事例について、どうして両方受けないの

かと言われましても、それぞれ両方申請されている方もいらっしゃるとお答

えせざるを得ません。よろしいでしょうか。 

 

小越委員  奨学金はたしか滞納の金額がすごく増えているというんですけれども、そ

れはなぜですか。 

 

滝田高校教育課長  奨学金の返還が若干滞ったり、それから、授業料にも滞納が出てございま

す。これは数字上、授業料の滞納が表に出るのが年度末の締めた数字でござ

います。これは月を追うごとに徴収も進んでおりますので、授業料が滞って

しまって、そのまま失効になるとか、そういったものではございません。そ

れぞれ家庭の状況もございますので、うっかり口座に入っていない。それが

年度を越してしまうと、４月、５月、６月と、学校の事務長あるいは教頭、

ホームルーム担任等も動員して、授業料の督促もしておりますので、それは

暫時減っていっています。ですから、中には若干、口座の管理をうっかりさ

れている方もいるかと思いますが、それは額は増えていっても、徴収してい

ただけるように取り組んでいるところであります。 

 奨学金の滞納についても、返還していただけるように取り組んでいるとこ

ろです。通知を出し、あるいは足を運んで、返していただけるようにお願い

しているところであります。それもやはり年度を追うごとに減っていってご

ざいます。 

 

小越委員  私は、督促をという意味ではなくて、これは奨学金で、返さなければなら

ないんですよね。就学援助ではなくて、返さなければならない。その後、１

５年、２０年かけて返す。それは、保護者もそうですけれども、若い青年に

とってみれば、とても責任を感じるものであるし、今、こういう社会情勢で

すから、先のことも不安ということもありまして、返還することが大変で、

それで６３７人なんて、少ないんではないですか。私はそう思うんですけれ

ども、いかがですか。 

 

滝田高校教育課長  実際に１人１人からそういう調査をしたわけではございませんので、思い

で答えるわけにもいきません。借りるときに、確かに返すのが大変だからと

いう気持ちも中にはあると思いますが、熱意を持って、意欲を持って高校生

活を送るために奨学金が必要であれば、ぜひ借りていただいて、そして、借

りたものは返すというのは私どもとしては当然の考えだと思いますので、立

派な一社会人となって、制度を維持するためにも、返す努力をしていただく。

私どもも協力できるところは協力しているというのが現状でございます。 

 

       （支援学校の医療ケア等について） 

小越委員  子供たち、とりわけ保護者にしてみますと、小中までは就学援助があって

何とかなった。高校に行きますと、授業料免除も、例えば授業料だけで修学

旅行の積立金は入っていませんよね。小中に比べて増える。先日もお話があ

りましたけれども、通学区域が広くなり、交通費もかかる。そういうことも
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含めますと、高校に入った途端に、教育費の負担がグンと高くなるのが保護

者の思いだと思います。この中で、奨学金が３％というのはあまりに少な過

ぎると思うんです。 

  山梨県のために、高校卒業後、大学卒業後ということであれば、例えば、

県独自の一種の奨学金ではありませんけれども、そういうこともつけて、無

利子でいくとか、据え置きをもっと長くするとか、そういうふうにして、子

供たちの勉学の条件を整えてもらいたいと思っています。とりわけこれから

貧困と格差が広がっていく中で、こういう問題が広がっていくのではないか

と思いますので、奨学金のこと、それから、授業料の免除の周知徹底をお願

いしたいと思います。 

  次に、支援学校についてお伺いします。医療的ケアを必要とする子供さん

がいる支援学校についてです。幾つかの学校があると思うんですけれども、

３校ですか、医療的ケアを必要とする中で、医療スタッフは各学校何人くら

い配置されているんでしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  甲府支援とあけぼの支援が２名、その他が１名、看護師を配置いたしてお

ります。 

 

小越委員  そのうち、とりわけ重度のお子さん、訪問教育をされている方が、これは

ホームページで見たんですけれども、全部で１９名とお聞きしました。この

生徒さんたちは学校にどのくらい登校していらっしゃいますか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  私が把握している数字で申し上げますと、訪問教育自体は、甲府、やまび

こ、ふじざくらの３校で１７名でございます。そのうち人工呼吸器を装着し

ておりまして、病院に入院している生徒が４名と承知しております。 

 

小越委員  その人数ではなくて、支援学校、訪問教育ですけれども、ずっとおうちに

いるわけじゃなくて、甲府支援学校、やまびこ支援学校それぞれに、学校に

行く機会があると思うんです。それは生徒さんたちは学校に何日くらい来て

いらっしゃいますか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  人工呼吸器装着ではなく、訪問教育全体ということでございますか。 

 

小越委員  はい。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  申しわけありません。私、その資料を持ち合わせておりません。当初、人

工呼吸器と考えておりました。 

 

小越委員  人工呼吸器のことでおわかりになるようでしたら、そこでお答えください。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  現在、人工呼吸器を装着して、訪問教育の対象となっている児童・生徒は、

甲府支援学校が６名、ふじざくら支援学校が１名、計７名でございまして、

この７名のうち４名は病院に入院中、３名が在宅でございます。 
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小越委員  その３人の在宅のうち、甲府支援学校のホームページを見ますと、「訪問

教育Ｑ＆Ａ」で、例えば「学校の行事に参加できるんですか」「はい、参加

できる行事には以下のものがあります。入学式、卒業式、始業式、終業式、

終了式、学園祭、春のつどいとか。それから、スクーリングも来られる」と

書いてあるんですけれども、そのところに３人の生徒さんは通っていらっし

ゃるんでしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  人工呼吸器をつけているということは大変ハイリスクでありますので、そ

のために訪問教育になっているわけであります。今の状況としましては、甲

府支援学校の学校行事に来ていいかどうかという判断は、基本的に学校長の

判断になります。学校側としましては、もし人工呼吸器が故障して止まれば、

即、その人が生命の危機にさらされるというような判断の中で、これまで学

校としては医師の同席が必要ではないかと判断をしておりましたものです

から、入学式、卒業式につきましては、これは教育委員会の予算で巡回指導

医制度というものがございまして、医師がその行事の際には同席しておりま

すので出ていただいておりますけれども、それ以外の場合については、医師

が同席できない場合については、実際には出てこられないという状況かと承

知しております。 

 

小越委員  この問題について、甲府支援学校の保護者の方から県教育委員会のほうに

要望書も上がっていると聞いております。訪問のところには、「行ける」と

書いてあるんです。医師の判断というんですけれども、医師が同席するとい

うのは、今、小児科の先生、専門の先生が医師不足の中で、同席は不可能に

近いと思うんです。在宅で行けるというのは、病院の管理下ではなくても、

在宅で生活が可能だとなったから、在宅へ帰したわけで、医師の同意があれ

ば、そして、緊急バックアップする県立中央病院、国立病院もありますので、

であれば、スクーリングも行ける、つどいにも、始業式も行けると書いてあ

るのに、行けないというのは、私は子供たちの勉学の機会を奪っていると思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  今のご指摘については、私どもも検討を進めてまいりまして、先月、１１

月１日に、医療的ケア運営協議会を開催いたしまして、小児神経の専門のド

クター、看護関係、学校長を集めた協議会でありますけれども、この場にお

きまして、人工呼吸器を装着した児童、生徒の学校行事の参加についてのガ

イドラインについて提案し、協議し、決定をいたしました。その結果、今委

員のご指摘のとおりでありますけれども、私どもは３つの条件をクリアすれ

ば、基本的に保護者の同意を得た上で、参加を認めることが望ましいという

ガイドラインを示しました。 

  ３つの条件と申しますのは、１点は対象児童の体調が安定していること。

対象児童の体調がその行事に耐えられるか否かをその生徒の主治医、また学

校指導医等の医師の所見、そういったものを聞きなさいと。そこで、医師の

「私が同席しなくても大丈夫ですよ」と言うのであれば、それはまず１つ、

クリアしましょうと。もう一つは、保護者が同伴していただかなければ、子

供さんだけ置いておくというわけにはいきませんので、保護者の同伴が必要

である、これが２点目であります。３点目は、呼吸器が故障した場合等の不

測の事態に対する対応策、方策が講じられていること。この３つの条件をク

リアすれば、各校において、その後のトラブルのもとになりますので、文書
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による保護者の同意を求めた上で、参加を求めることが望ましいということ

で示しております。 

  これに対する専門医の意見も、この考え方でいいと思うと。ただ、生徒の

対応というのはその日によっても非常に違うし、条件が変わるので、一律的

な対応はすべきではないと。その生徒の健康状態を十分に把握して、可能で

あれば、医師が同席しなくてもいいだろうという判断であります。このこと

は学校長にも伝えてございますし、今後ともその方向で学校を指導していく

というつもりでございます。 

 

       （新たな高校入試制度等について） 

小越委員  ありがとうございます。先ほど、看護師さんが２人ということでしたので、

なるべく子供さんに合わせて、看護師さん、医療スタッフをしっかり整備し

てもらいたいと思います。 

  最後に、先ほど、高校入試でお話があったんですけれども、７０％を超す

方が今回の入試でよかったとお話があったんですけれども、この数字はどこ

から出ているんですか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  私が申し上げましたのは、この４月に入学をした生徒、保護者に対する意

向調査結果でありまして、「今回の入試制度について、前期・後期制につい

て、あなたは満足していますか」という問いに対して、正確には７４％であ

りますけれども、生徒が「大変満足」または「満足した」と肯定的な回答を

しております。そのことであります。 

 

小越委員  公立高校入学時選抜に関する意識調査の調査結果概要、これはよく読みま

すと、前期・後期募集制度の「前期募集についてどう思いますか」というこ

とで、前期募集のことを聞いているんです。今回の高校入試制度そのものに

ついての設問ではなく、前期募集についてはどうだったかという質問がずっ

と続くんです。前期募集についてどう思うか。よかったか、よくないか、出

願したかどうか。不合格だった場合、どうしたか。ということであれば、前

期募集のことについてですけれども、入試制度そのものについての調査とい

うか、アンケートはしていないのではないですか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  私どもの考えとすれば、今回の入試制度は、全県一学区の前期・後期募集

制が一番の柱でありますから、ただ漠然と、今度の入試は満足できましたか、

満足ではなかったですかという、そういう質問では、むしろ聞かれた側の生

徒にとってもアバウトだと思いましたので、そういう設問にさせていただき

ましたし、なぜそれがよかったかという理由も問うているわけであります。

その理由が、自由に自分の行きたい高校に複数回チャレンジできるからとい

う回答が圧倒的だったということを申し上げておきます。 

 

小越委員  それは全県一学区になって、小学区総合選抜ということは抜きで、それを

前提にした設問ですよね。先ほどの中でいきますと、例えば甲府東高校の募

集定員を４０人減らしたとありました。その理由の説明の中に、地域の学校

に行ってもらおうと。地区内からの希望者が少ないからという書き方を、本

会議でもご答弁がありましたけれども、総合選抜をなくすということになり

ますと、どこでも行けるということですから、地域の学校に行ってもらおう、

そのために東高校よりもほかの学校に行ってもらおうという、そういう論理
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は矛盾しませんか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  ご理解いただきたいと思うんですけれども、行きたい高校に行けるという

ことと定員をどのように配置するかということは、ここは一つ、区切らない

といけないと思います。生徒が行きたいという高校、希望する高校にどんど

ん定員を集めてしまって、ほかのところはどんどん減らすということになれ

ば、それでは本県の高校制度自体がゆがんだものになってしまうと。ですか

ら、自分のある程度身近な高校に行ける条件は当然整えた上での全県一学区

ということでありますので、ぜひその点をご理解いただきたい。全県一学区

になったんだから、生徒の希望が多いんだったら、例えばそこに定員をどん

どん増やしていけということでは、本県の高校制度が崩壊してしまうと考え

ております。 

 

小越委員  甲府東高校は希望者が少ないからそこを減らしたということですけれど

も、たしか５０％ぐらいだと思います。その前の年は、地区内から東高校は

どのぐらいだったんですか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  その前は全県一学区ではありませんで、総合選抜でありますので、大半が

旧甲府学区の中と考えていいと思います。 

 

小越委員  総合選抜をやめて、全県一学区にしたからそこに集中して、希望者は今ま

でどおり、地域の中にいると思うんです。それが今までの９０％から、今度

５０％になったというのは、そこからはじき出されていったわけですよね。

地域の学校でなくなってしまったと。地域の学校をつくろうというのであれ

ば、例えば、地域枠を設けるとかそういうことをしていかないと、甲府にど

んどん集中してしまうのではないか、それを助長してしまうような制度では

ないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  まず東高校を減らしたということの説明をご理解いただいていないかも

しれませんけれども、例えば、東高校に旧甲府学区から１００％受験したと

すれば、定員を４０人減らせば、４０人が落ちることになります。４０人が

全員影響を受けます。ところが、東高校は５０％の人が地区から受けるわけ

ですから、その比率どおりに合格者を出したとすれば、甲府学区から影響を

受ける人は２０人で済むわけです。それは、今、第１進路希望調査の希望者

の人たちがそのまま受けた前提とすればです。その４０人に、だれが、どこ

を一番受けるか、１００％がもし地区内であれば、１００％の４０人受ける。

５０％であれば、２０人が受けるわけです。例えば、甲府第一高校は７割で

す。ということは、４×７、２８人となります。 

  数字のマジックと思われるかもしれませんけれども、申し上げたいことは

そういうことです。４０人減らすことによって、一番影響を受けない高校は

どこか。学区内の人が受けない高校はどこかと言えば、東高校が一番受ける

率が低いわけですから、そこを選んだという説明になります。 

 

小越委員  東高校といっても東高校の問題ではないんです。考え方の問題で、今まで

東高校は地区内から子供がたくさん来ていました。だけど、今度、制度が変

わって、半分になってしまった。ということは、だんだん地域の学校でなく



平成１９年１２月定例会教育厚生委員会会議録 

- 35 - 

なってしまうんです。だから、地域の学校をつくっていかないといけないと

思うんです。そうしないと、どんどん甲府に集中してしまうことになってし

まっては本末転倒だと思っているんです。先ほどいろいろなお話がありまし

たけれども、県教育委員会とすれば、地域の学校を育てていこうと、そうい

う考えがあると認識していいですか。 

 

山本新しい学校づくり推進室長 

  そのとおりです。地域の学校を魅力ある高校にしていくということと入試

制度の改革は表裏一体のものであります。 

 

       （教育について） 

小越委員  地域の学校をぜひ育ててもらいたいということと、それから、先ほど、中

高一貫の話や工業高校の話もあったんですけれども、県内から県外の大学に

行くお子さんはどのくらいいらっしゃるのか、そして、帰ってくる子供たち

の数をつかんでいらっしゃったら教えてもらいたい。 

 

滝田高校教育課長  県内、県外の大学の進学者数はつかんでおります。高校卒業段階での就職

者については、およそ９０％、県内に就職でございます。ただ、先生ご指摘

の、県外の大学へ出て、こちらへ帰ってくるのは何人かというのは、申しわ

けございませんがつかんでございません。それをあまり追いかけ過ぎると個

人情報に触れてしまいまして、最近、同窓会もその辺は非常に気を遣ってお

ります。県外、県内の大学の進学者数は後ほどお届けでよろしいでしょうか。 

 

小越委員  はい。県外に行くお子さんもたくさんいらっしゃると思うんです。何年か

県外で仕事をして帰ってくるお子さんもいますし、卒業したらストレートに

Ｕターンして帰ってくるお子さんもいるかと思うんです。私は教育長、教育

委員長にお聞きしたいんですけれども、子供たちが外の大学に行く。そこで

自分の仕事を見つけて働く、そういうこともあると思うんです。そもそも教

育とはどういうものであるべきだとお考えですか。 

 

廣瀬教育長  大変難しい質問でございますが、教育は、言い古されていますが、「知、

徳、体」人間をつくるものだと思います。ただ、こういうふうに少子化にな

ってきておりますので、山梨県に生まれた人間がただ単に外へ出ていってし

まうということでは山梨県が滅んでしまいますので、山梨に生まれた人間が

また山梨に帰ってきて、しっかり生きる糧を得ながら、生活をしていくとい

うことが基本にあるかと思います。そのために、小中高、それから、大学、

あるいは専門学校、こういうところを一貫して人を育てるというシステムを

つくって、山梨県に根づいていくような状況がつくれたらいいなと思ってお

ります。 

 

小越委員  私は外に行かざるを得ないお子さんもいらっしゃると思うんです。そこで

自分の道を見出して、開く、あるいは自分の職業観や生き方もあると思うん

です。でも、帰ってくるお子さんもいます。それは１人１人の人間としての

人格の完成を目指す、先ほど教育長がおっしゃいましたけれども、知、徳で

すよね。今、この論議は、教育委員会ですので、そこをもっと目指してもら

いたいんです。産業の育成のために人材をどう確保するかというところを教

育の中でベースにしていきますと、何か間違ってずれていってしまうんでは

ないかと、心配です。時の為政者の考え方一つで教育がぶれるということは

ないと思うんです。長年培ってきたもの、教育とは何か、人間の教育とは何



平成１９年１２月定例会教育厚生委員会会議録 

- 36 - 

かと、そこをしっかりつかんでいかないと、産業育成をするための教育を目

指してもらっては困るなと思いますので、そこは先ほど教育長がおっしゃい

ましたので、ぜひそれを肝に銘じておいてもらいたいと思います。 

 

（指導力不足の教職員等について） 

臼井委員  小中高すべてそうですが、指導力不足で教壇に立てない人の人数、あるい

は、疾病等によって長期間職務につけない人がわかったら教えてください。 

 

杉原義務教育課長  義務教育関係だけでお話をさせていただきますと、今、指導力不足で、セ

ンターで長期の研修をしている者が１名おります。現場で研修している者が

３名おります。病気療養の者は、１７名が休職しております。 

 

飯窪福利給与課長  県立学校の場合ですが、平成１８年度の実績ですけれども、精神疾患その

他を含めた疾病による、この場合は２０日以上が養護措置の対象となってい

ますのでその数値になりますが、合計で３７名でございます。 

 

滝田高校教育課長  高校教育課の段階では、疾病というのは、心の病気とかいろいろ一緒の数

字で申しわけありませんが、現在、５名が療養中でございます。そして、指

導力不足については１名ということで、その１名については現在休職中でご

ざいます。 

 

臼井委員  飯窪課長が言った県立学校と、滝田課長のおっしゃっている高校教育課の

段階というのはよくわからないんだけど。 

 

滝田高校教育課長  すみません。２０日以上ではなく、こちらはいわゆる休職扱いの疾病の数

字でございます。 

 

臼井委員  それが何名か。 

 

滝田高校教育課長  それが５名でございます。内数ということになると思います。 

 

臼井委員  病気の方はやむを得ないと思います。今伺うと、指導力不足が、義務教育

で４名、高校で１名ということですね。指導力不足の定義なんていうと、私

もそんなに指導力のある人間ではないから言いにくいけれども、あまりにも

少ないなと思うんだけど、よく我々は指導力不足ということをメディアでも

見ますし、私がきのう見た新聞でもいろいろ読みましたけれども、指導力不

足の線引きというのはどういうふうにやるわけですか。それはちゃんとした

定義があるんでしょうね。 

 

杉原義務教育課長  定義といたしましては、「授業が成立しない」、「他との人間関係がつくれ

ない」、「意欲や使命感に欠ける」という３つの要件を考えております。これ

らの要件に合致する教員がおりました場合に、学校長が県教育委員会と連携

して支援指導を行うとともに、必要に応じて、受診を勧めるということがあ

ります。それで改善が見られない場合、市町村教育委員会の意見と報告をも

って、県教育委員会のほうで、指導力不足と思われる教員がいると、そうい

うふうな届け出を受けるわけです。そうしたものについて、今度は諮問委員

会がございまして、諮問委員会で審査していただきます。この教員が指導力

不足だということになりますと、指導力不足として、私たちは今度はしかる

べく長期の研修であったり、センターへ通う研修であったり、現場の研修で
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あったり、そうしたものに分けますし、病気の疑いがあるとなれば、受診を

して、療養していただくというふうな措置をとっております。 

 

       （教育厚生委員会の課題への対応について） 

臼井委員  たしかきのうの夕刊だと思いましたが、某中央紙に、これは東京の例です

けれども、先生方は週４０時間以上も残業をしている、そして、まだ家に持

ち帰って仕事をしているということで、大変なオーバーワークだと。教員の

数は、先ほど来、先生方の数のことを小越議員が盛んに言っておられたけれ

ども、学校はどこでも、山梨でもそうですが、みんな子供の数が少なくなる。

先生の数は別に減っているわけではない。どうして残業が何十時間だ、家に

持ち帰る、部活なんか指導している先生は土日も休むいとまもないと。確か

にきのうの夕刊か何かに載っていました。東京都のことが特に書かれていた。

いわゆる先生方の資質とか体力とか疾病とか、そういうことが今、本県の教

育界において、大きな問題ではないんですか。 

 

杉原義務教育課長  先生のご指摘のとおり、非常に大きな問題だととらえております。 

 

臼井委員  そういう大きな問題は、私どもの質問だけがあっても、教育委員会側から

は、今、教育委員会の課題として、こんな物事があってこうだという、例え

ば、先ほどの特別支援のこと、平成１９年度に教育委員会がつくられた特別

支援教育の冊子ですけれども、これを読んでいると、ともかく一生懸命に特

別支援をやっておられるんだなと。また、決して対象の子供たちは多くない

けれども、かかわっている先生たちは多いということをすごく感じるんです。

だから、教育委員会側もいろいろな悩みを持ったり、いろいろなことがある

けれども、そういうことはあまり私どもに漏らされてこない。こちらが疑問

に思うことを質問して、ただそのお答えをいただくだけみたいな感じです。 

  私はたまたま昨日の新聞を見ただけでも、昨日の今日でしたから、役所に

こういうことを尋ねるいとまもなく、この場に臨んでしまったんですけれど

も、ともかく昨日の新聞を見ても、先生方にはものすごく過労を強いられて

いるとか、努力を強いられているとか、いろいろなことがあるように思うん

です。そして一方では、そのために病気になってしまったとか、あるいは最

近、心の病みたいなものもいっぱいあるはずです。今聞いてみれば、何千人

の本県の教職員の中でそんなに大勢の先生方のようには思えませんけれど

も、ただ、それを我慢して、押して一生懸命頑張っている人もいるのかなと

思います。 

  そういう意味で、果たして教員の定数の問題とか、あるいは、先ほど山本

室長が一生懸命答弁しておられたけれども、なかなか大変なことだなと思う

けれども、例えば高校教育でも県立ばかりが苦労を強いられるんではなくて、

私学にしっかりゆだねたりするようなこともあっていいのではないかなと

も思います。例えば公私比率の問題一つ考えてもそう思います。 

  午前中も言いましたけれども、総合学科は、１年間はほとんどみんな同じ、

いわば一般教育で、２年、３年になって専門課程に。その人たちが会社の現

場に出ていっても、なかなか難しいですよ。ですから、せめて５年ぐらいの

高校教育がないと、技術の人たちは、すべてとは言いませんけれども、失礼

な言い方をすると、使い物にはならないんだとおっしゃっている雇用主とか

企業の経営者もいっぱいいらっしゃるんです。そういう意味で、私は、午前

中も、新しい高校づくり、新しい学校づくりということを考えるときに、今

私が申し上げているようなことが条件だか何かになって、議論をしているの

かな、していないのかなとか、心配になるんです。 
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  ただ、県立高校を何とかしなければいけないということだけではなくて、

あるいは園芸高校にしてもそうですけれども、廃校にして云々とかといろい

ろなことが言われていますけれども、こういう場の議論だけではなくて、皆

様のほうのいろいろな悩みやいろいろな実態を我々に漏らして、そして、

我々は県民の代弁者ですから、我々といろいろな議論をしていく。ただこち

らの問題だけではなくて、皆様もいろいろなことを。委員会というものがそ

ういうものであるかないか、ここに議会の職員がいて、議会というものはか

くあるべきというものがあるんだろうから、私もこれ以上言及はしません。 

  ほんとうに身近にも実は先生方は大勢いるんです。ものすごく悩んでいる

といって訴える人もいるんです。あるいは、いい意味につけ、悪い意味につ

け、大変な厳しい同僚がいるよと、そういうことを訴えてくれる人もいるん

です。そういう意味で、大変なことだと思うんです。こと、教育ですから、

一番大切なことで、今、廣瀬先生がおっしゃったように、まさに人間を育て

る過程でしょうから大変なことだと思います。 

  そういう意味で、一生懸命やっていらっしゃることはわかるんだけども、

いろいろな知恵や力や、いろいろな人たちにゆだねていくとか、公だけでは

なくて、私にゆだねていくとか、あるいはいろいろな人たちの知恵をかりる

とか。今、横内知事がやっていることというのはすごいんですよ。ともかく

東京にも山梨にも、いろいろな人脈を駆使しながら、いろいろな人たちと会

って、いろいろな会合で、一生懸命いろいろなことを聞いていらっしゃる。

知事は、ある意味では皆様方以上に、例えば職業教育のことをいろいろとイ

ンプットされているかもしれません。 

  そういう意味で、これ以上、私は別に質問として申し上げているわけでは

ないけども、現下の実態というものが、特別支援教育というのはこんな一生

懸命やっているのかなんて私は感心しているけれども、まだだめだとおっし

ゃっている人もいる。見方、立場によれば、そういうこともあるでしょう。

そういう意味で、皆様は大切なセクションを担っていらっしゃるわけだから、

いろいろと私どもにも教えていただいたり、いろいろな人たちの知恵をかり

たり、いろいろな人たちの力をかりたりすることを考えるべきではないかと。

こちらとしては説教しているわけでもなんでもないが、新しい学校づくり推

進室長も、ある意味で、もっと視野を広めて、いろいろなことを考えていっ

たほうがいいんではないかなと。 

  要は将来、社会人になって、自分の生活や、あるいは社会に貢献する何と

かするかという人をつくるための学校教育でしょうから、そういうことを考

えると、ほんとうに今のカリキュラムがいいのか。総合学科というのは、何

となくわかりにくいんですけれども、ただ総合学科の学校にいる先生に聞い

てみても、率直に言いまして、是非をいろいろおっしゃる人がいます。だか

ら、山梨はずっと総合選抜も全国で最後まで維持してきながら、こういうふ

うに新しい学校づくりのようなことを進めてもおられる。そのことの是非は

別としまして、そういう意味で、今、数字を聞いてみて、いや、これだけば

かりではないでしょうと。学校を休んでいる人の数字はよくわかります。休

んでいるんだから、何人とすぐわかります。だけど、残念ながら、オーバー

ワークで心の病をお持ちの方とか、あるいは学校の校長先生も気づいていな

いかもしれないけれども、ほんとうに悩んで苦しんでいる人がいるとか、そ

ういう実態というものをもちろん、皆様は一生懸命調査されていらっしゃる

んでしょうけれども、我々が聞く範囲内、例えば失礼な言い方で勘弁してく

ださい。指導力不足の人がいっぱいいると聞くんです。だけど、今の義務教

育課長に聞けば、授業が成立しないなど３つの条件によって判定を下すとい

うことですけれども、果たしてその３つでいいのかと思う。「では何だ」と
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言ったら、あと１つや２つはすぐ言えます。 

  ほんとうに大変な仕事でしょうけれども、特に一番困るのは、学力低下が

盛んに言われているし、英語教育はご存じのとおり全国でワースト幾つだな

んて言われています。私は、時には担当の方々にいろいろな提言をしていま

すけれども、もっといろいろな意見を聞いたりしていくことが大切ではない

かなと。橋をつくったり、道路をつくるセクションとは違って、教育委員会

の皆様はおそらくこの県庁の中でも一番大変な立場を担っておられると思

うんです。先生方のいろいろな議論ももちろんですけれども、いろいろな場

面でいろいろと外部の知恵や力や提言をしっかり把握してやってほしいと、

教育委員会は頑迷固陋なんて言われないようにやってほしいということを

強く望んでおります。 
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主な質疑等 福祉保健部関係 

※第１２７号 平成１９年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中教育厚生委

員会関係のもの及び第２条繰越明許費の補正中教育厚生委員会関係の

もの 

質疑      なし 

討論      なし 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※請願第19-8号 後期高齢者医療制度の中止・撤廃を求めることの件 

意見 

小越委員  後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める請願を採択すべきだと思います。

一部凍結という見直し案もありますけれども、半年後にはまた、１年後には

戻ってしまいます。すべての高齢者から保険料を徴収し、払わないと保険証

を出さない、７５歳以上の老人だけを別立てにするという、とんでもない、

世界にもまれな制度です。高齢者の数が増える、医療費が増えると、自動的

に保険料も上がるという仕組みです。しかも、診療内容も、いわゆる丸め方

式、包括的払いとなり、十分な診療が受けられないものです。凍結や見直し

を求める意見書、請願は、長野県、高知県、和歌山県、また、大津市、名古

屋市、盛岡市などでも採択されています。日本医師会もこの全面的見直しを

表明しています。暮らしやすさ日本一を求める山梨県政であればこそ、後期

高齢者医療制度は中止撤回するこの請願を採択するべきだと思います。 

討論 

小越委員  先ほども申し上げましたけれども、採択するべきだということでお願いし

ます。 

採決  起立採決により、継続審査すべきものと決定した。 

 

※請願第 19-17号 原爆症認定制度の抜本的改革を求めることについて 

意見 

小越委員  私は採択するべきだと思います。請願の請願趣旨に書かれてあるとおりだ

と思っております。被爆者の方は、原爆症の被爆者手帳は持っていても、そ

れだけでは認定されません。ここにもある、わずか１％ということです。多

くの被爆者ががんなどに苦しんでおり、認定基準の見直しがなければ、被爆

者の生活は救われません。政府・与党も、この見直しについてのプロジェク

トチームをつくり、安倍前首相も今年中に改善すると表明もしています。改
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善するのは、被爆者の実態に沿ったものであり、それは原爆の初期の放射線

量だけではなく、いろいろな総合的な見地から、これを認定するべきだと思

っています。全国でも国が６回敗訴、続ければ１３回敗訴しているそうです。

司法的にもこれは基準の見直しをするべきと言われておりますので、ぜひと

もこれは採択するべきだと思います。東京都や秋田県でも採択され、山梨県

内でも、甲府市議会、南アルプス市議会でも採択されたそうです。山梨県政

として、被爆者の皆さんの声を受けとめ、国に対して、原爆症認定制度の基

準を見直しすること、この請願を採択するべきだと思います。 

討論 

樋口委員  継続審査を願います。今、小越さんがおっしゃったとおりだと思いますが、

議会で、それぞれの会派でもう一度しっかりと意見のすり合わせをするため

の時間をいただければと。したがって、継続ということで討論を締めたいと

思います。お願いします。 

採決  起立採決により、継続審査すべきものと決定した。 

 

※所管事項 

 

（水質検査の役割分担について） 

大沢委員  最初に、水質のことについて伺います。前の９月議会のときに水質につい

て聞いたら、それは森林環境部ということで、所管がわかりません。どこか

らどこまでを福祉保健部でやるのか、川の水はどうなのか、水道から出る水

が福祉保健部なのか、その辺の区別が私にはわかりませんので、水質検査に

ついての所管を教えていただきたいです。 

 

水谷衛生薬務課長 水道水にかかわる水質検査の役割分担ですけれども、まず水道の関係では、

取水口から給水に至るまでは水道事業の責任者、水道事業を行う者が責任を

持つということでございますので、その関係として、取水口以降につきまし

ては福祉保健部の役割分担だと認識しております。河川から流れてくる水に

つきましては、森林環境部が所管をしているということでございます。 

 

       （ペットの排泄物の処理について） 

大沢委員  わかりました。河川については森林環境部ということ、取水口から我々が

飲んでいるところが福祉保健部関係ということですね。 

  次に、今、あちこちで非常に問題になり、特に農村地帯で非常に困ってい

るのが、犬の糞害です。これは大変な騒ぎです。これも長い間、モラル、モ

ラルと言われて来ているんですけれども、例えば狂犬病の注射か何かの機会

にそうしたものを徹底してもらいたい。特にいわゆる住宅周辺の農家の方々

が、ほんとうに道もうっかり歩けないということです。ビニールとスコップ

の小さいのを持って、格好だけはしている、実際糞を持って帰る人を見たこ

とがないと。近くに人がいるときだけは処理していくけれどもと、そういう

状態なので、そのことに何とか対応してほしいというのが皆さんの考えなん

ですが、それについてはどうでしょうか。お答えいただきたいと思います。 

 

水谷衛生薬務課長  飼い犬の糞の後始末による苦情でございますけれども、これも各保健所等
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に多く寄せられていることは事実でございます。県では、山梨県動物愛護及

び管理に関する条例におきまして、飼い主の責務として、犬の糞の処理につ

いて規定しているわけでございます。その中で、これまで各種イベント、あ

るいは県のホームページ、そういったところで普及啓発活動をやってきてお

ります。また、小さいころから適正飼育について知っていただきたいという

ことで、小学生を対象に動物とのふれあい教室などを開催いたしまして、飼

い主のマナーについて教育をしてきたところでございます。また、甲府市と

か甲斐市とか、幾つかの市で、環境美化に関する条例をつくっておりまして、

その中で飼い主の糞の適正な処理について定めまして、住民に対し、条例の

遵守を訴えているところでございます。 

  しかし、委員がおっしゃいましたように、一部の飼い主のマナーの悪さか

ら、多くの方々が迷惑や被害を受けているということでございますので、今

後、普及啓発の内容や実施方法の見直しを行いまして、市町村や動物愛護団

体と連携をいたしまして、より効果的な普及啓発活動に努めていきたいと考

えております。 

 

       （食品の適正表示について） 

大沢委員  それはお願いします。農村地帯の各家が入り口に立て札を立てて、「犬に

糞をさせないでください」と、１軒ずつ立っているんです。これを見ると、

山梨県はどうなっているのかなという気もしますので、ぜひその辺を取り締

まるというか、対応をお願いしたいと思うんです。 

  最後に、皆さん方が関連質問しやすいように質問させていただきたいのは

最近、偽装というか、そのようなことで、食糧のいろいろな問題が出てきて

おります。県内ではあんまり新聞沙汰になりませんのでいいだろうと思って

いるんですが、大概、内部告発がされているんです。ですけれども、関係者

が見回って、そして、偽装というか、貼り替えというか、そのようなものに

ついて、対応はどうしているのかお伺いをします。 

 

水谷衛生薬務課長  全国各地で内部告発等による食品偽装が発生しておりまして、これを受け

県では、今年度は特に広域流通食品を監視の重点項目等に置きまして、食品

事業者に対し、原材料の取り扱いから製造工程、あるいはその表示について

チェックをさせるようにしてきたわけでございます。一連の騒ぎが大きくな

る中でさらに強化するために、各保健所等に対しまして、特に回収した商品

の処分の方法とか、あるいは期限切れの商品につきまして、どういう処理を

しているのかというようなことを改めて重点的に監視、指導を行いまして、

適正な指導をするように通知したところでございます。 

  これまで本県におきましても、元従業員という方からやはりいろいろな情

報が入りまして、それらにつきましては、ただちに保健所のほうで、食品衛

生法に基づくものにつきまして調査しております。また、表示につきまして

は、ＪＡＳ法等、いろいろな関係の法律がございますので、そういった情報

につきましては、関係機関と連携を図りまして、協力し適正な表示に向けて

の指導をしているところでございます。 

 

大沢委員  食の安全ということですので、ぜひそういうことをお願いいたします。時

間が限られておりますので、この辺で私の質問を終わります。 

 

       （県立中央病院の看護職員確保について） 

石井委員  先の一般質問でも、県立中央病院の経営形態について触れさせていただい

たんですけれども、実はもう少しお伺いしたいと思っているところでござい
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ます。答弁では、安全、安心な医療提供をするため、看護師の確保など、病

院で迅速な対応が図られるといった観点から、経営形態の見直しの検討を進

めていると聞いたわけでございます。こういった経営形態となることに期待

をするわけでございます。 

  一方で、看護師等の確保は、病院のサービス継続をしていくことになりま

すので、十分な看護師の確保といった面で、これは待ったなしということと

思いますので、まず、県立中央病院の看護職員が何名いるかということでお

尋ねしたいと思います。 

 

福冨医務課長  県立中央病院の看護師につきましては、１２月１日現在で、正規職員が５

０２名、臨時職員が１３名でございます。 

 

石井委員  非常に多くの看護師等を抱える中で、患者さんに適切な医療の提供をしよ

うとするならば、それに合った人数のスタッフが必要と考えますけれども、

看護職員の人数はどのような考え方で決めているのか、法的な根拠とか、計

算式などがありましたら、説明をいただきたいと思います。 

 

福冨医務課長  看護職員の配置の考え方ですけれども、診療報酬は、患者何人に対して看

護師を何人配置することによって点数が変わるわけでございます。診療報酬

の一定の基準を満たすことができるように、現在、看護師の配置を決定して

おります。もう少し具体的に申し上げますと、いわゆる１０対１という看護

師の配置基準がございます。それは１日を通しまして平均しますと、患者さ

んが１０名いらっしゃれば、その１０名に対して１人看護師を配置するとい

うことになります。１人の看護師が２４時間働くわけではございませんので、

夜勤とか、休日等を配慮いたしますと、１０対１をとろうとすると、大体５

人の看護師を配置することが必要になります。 

  そういった基準を踏まえまして、例えば県立中央病院に１００名の患者さ

んが想定されれば、今の基準に合わせて５０名配置するというようなことで、

病棟ごとにそれは判断して決めております。全体としては１０対１が基本で

ございますけれども、例えば集中治療室といったところはさらに手厚い配置

をしております。基本的には診療報酬基準に基づいて、それを満たすような

中で効率的な運営ができるように配置をしております。その結果、先ほどの

５０２名ということになろうかと思います。 

 

石井委員  一般質問でも触れたんですが、看護の職場は女性が多い職場でありますの

で、看護職員のうちで、出産休暇とか、あるいは育児休暇など、実際には勤

務のできない職員がいるわけでございます。現状で産休あるいは育休で休ん

でいる職員はどの程度の人数がいるのか、お伺いします。 

 

福冨医務課長  産休育休の取得状況ですが、１２月１日現在で、出産休暇が１１名、育児

休暇が１８名、合わせて２９名となっております。それから、委員からのご

指摘のとおり、その分の代替の状況について少し申し上げさせていただきま

す。今の２９名分の代わりということになりますと、先ほどの５０２名を採

用する場合に、８名分につきましてはその分の余裕を見て採用しております。

しかしながら、２９名の産休育休が出ておりますので、残り２１人をさらに

確保していく必要があるわけです。かわりの臨時職員について、８名は採用

できているんですけれども、残りについては、募集をかけても、臨時職員を

集めるのがなかなか難しいという状況になっております。その他外来等の勤

務の看護師等をうまく配置をしながら、病院運営をしておるというのが現状
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でございます。 

 

石井委員  産休、育休で休んでおられるということはよくわかりますけれども、その

職員にかわる代替職員が不足しているというお話を聞きました。２１人も不

足しているというお話ですが、年度途中であっても、確保するための努力は

必要だと思います。先の知事さんの答弁の中では、年に１回採用があるとい

う話も伺っていますけれども、正規職員と臨時職員の採用について、今後ど

のような努力をされていくのかお伺いしたいと思います。 

 

福冨医務課長  年度途中での補てんとなりますと、今申し上げた臨時職員の採用につきま

しては、ナースセンター等に募集のお願いをしたりとか、また、実際に県立

中央病院で働いている職員の家族、知人等を通じまして、働いていない看護

師を探すというようなことによりまして、確保に努めております。しかしな

がら、なかなか臨時職員だけでは代替を集めることが難しいということです。 

  今、先生からも、年１回の採用というお話をいただきましたけれども、公

務員となりますとどうしても採用試験が必要になります。何度も採用試験を

するということは非常に難しい部分はあるんですけれども、今年度も正規の

４月採用とあわせまして、中途採用の試験を一度行いまして、１０月からの

採用ということで、中途採用も募集をかけております。また、今申し上げま

したとおり、今後さらに確保が難しい状況もございますので、できれば今年

度中にもう一度二次募集をかけまして、来年度の採用確保に向けてしっかり

とした体制を組めるように心がけていきたいと思っております。 

 

石井委員  ぜひ引き続き、医療スタッフの確保にご努力を願いたいと思います。十分

な人員体制で、県の基幹病院として今後もその役割を果たしていっていただ

きたいと切に思うわけでございます。また、病院の現場の、迅速で、また柔

軟な判断によって、人員配置や、あるいは予算執行が行われる経営形態へ移

行するべきではないかなと思うところでございます。早急な経営形態の移行

を要望し、質問は終わらせていただきます。今後も頑張っていただけるよう

にお願いします。 

 

       （発達障害者支援センターについて） 

進藤委員  発達障害児の支援について、昨日の質問では教育の面からお話をさせてい

ただいたんですが、今日は福祉の面で質問したいと思います。発達障害者の

ことについていろいろと調べている中で、発達障害者支援センターというも

のがあるという話を伺ったものですから、センターに電話でお話しを伺いま

した。相談件数が前の年よりまた増えたということも聞きました。 

  それから、課題とすれば、非常に混み合っていて、電話で申し込んでセン

ターを訪れるまでに、前から待っている人が何人もいるので、実際に相談を

受けてもらえるのが、長い人では１カ月も過ぎてしまうというようなお話を

伺って、「あら、それはいけない」と。発達障害者支援法ができましてから、

ふだんはお行儀が悪いとか、しつけが悪いのではないかと言われていた子供

さんたちが、実は多動性とか、学習障害とか、脳に障害があるためだという

のがわかったということですので、それを告知されたときには、いろいろな

面で保護者の方はすごくショックを受けるようで、１日も早く悩みを聞いて

もらいたいという気持ちは強いと思うんです。 

  そこで、発達障害者支援センターというのはいつ頃つくられて、そして、

組織、人員などはどうなっているのでしょうか。お尋ねいたします。 
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山本障害福祉課長  お尋ねのセンターですけれども、平成１８年４月１０日に山梨県福祉プラ

ザの中に、障害者相談所の内部組織として設置いたしました。スタッフは社

会福祉士、あるいは心理士という専門職が中心で、常勤３名、非常勤１名の

合計４名で対応しております。法律に基づいて全国で約５１カ所に設置され

ておりますけれども、本県のように直営でやっているのは１８カ所だと聞い

ております。 

 

進藤委員  本県も直営でやっているということですね。 

 

山本障害福祉課長  はい。 

 

進藤委員  このセンターの仕事は具体的にはどのようなことをやっていらっしゃる

んですか。 

 

山本障害福祉課長  基本的には、発達障害者やその家族のために、相談支援や、あるいは就労

の支援、相談、それから、関係機関等の連絡調整と、市町村、あるいは施設

等の団体職員の支援員の研修等を行っております。 

 

進藤委員  内容的にはどんな相談があるんでしょうか。それから、前年度と本年度の

相談を申し込んだ数を教えてください。 

 

山本障害福祉課長  相談内容は、一番多いのが教育の問題、あるいは家庭生活、中には健康相

談、あるいは進路相談、就労等の関係もございます。一番多いのは教育の問

題で、半数近くを占めています。それから、件数ですけれども、平成１８年

度の実績は１,２４７件で、今年度は１１月までの実績しか出ておりません

けれども、約９カ月で９２８件。したがいまして、月平均で大体１００件で、

そのうちの約半数が電話相談でございます。ただ、リピーターといいますか、

１人の方が何回も相談にみえることが多いということで、実人員では、昨年

度は１７１人となっております。 

 

進藤委員  一番長い方では、どのくらいの期間待たされたんでしょう。 

 

山本障害福祉課長  １人当たりの相談時間が１、２時間必要ですので、電話で申し込みを受け

て、実際おいでになる相談日を予約制で扱っておりますけれども、時期にも

よりますけれども、一番長いと１ヶ月近く、通常、３、４週間はかかるとい

うことでございます。ただ、これも先ほどの総件数約１,２００件を割り算

しますと、月に約１００件、それを勤務日の２０日で割ると、１日５件とい

うことですから、集中期がございまして、１０月とか１１月に市町村等で翌

年のいわゆる就学時健診をやるときに、発達が少しおくれているので県のセ

ンターへ相談してみたらいかがですかというようなアドバイスを受けて来

ることが多いので、１０月と１１月、１２月も含めて件数が非常に多いです。 

 

進藤委員  相談者の年齢層はどうなっているでしょうか。 

 

山本障害福祉課長  平成１８年度のデータによりますと、６歳までのいわゆる乳幼児が２３０

件、７歳から１８歳までのいわゆる児童・生徒が６５７件、１９歳以上の成

人が３２８件と全体の４分の１ぐらいで、不明が３２件で、１,２４７件と

なっております。 
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進藤委員  データで見ても、小学生、中学生の教育に関する、それから、子供たちの

心の問題も変化が多くなっていく時期に相談が多いと思います。こんなにた

くさん相談があるということ、それを待たせているということ。早期発見、

早期支援と、そのために支援センターが中心になって、関係機関と連絡をと

ったりしながら、地域や行政や医療機関などいろいろな関係者が手を結んで

できるだけ早く支援を始めていくと、その子供の状態が非常にいい状態に育

っていくという話をよく聞きます。 

  またテレビでも放映されていましたが、かかわっていく人が、例えば発達

障害者支援センターとかで、親身になって長く子供とゆっくり会って、目を

見ながらにこやかに対応していくことによって、子供がイライラしたりとか、

うろうろしたりとか、いろいろな行動を起こしたのが、素直に穏やかになっ

ていくというような、そんな感じもいたします。発達障害者支援センターは、

スペースも狭いのでしょうか、もうちょっと相談員がいて、ゆっくり話して

やれるようなことがあればいいと思うし、とにかく人的配慮という支援、そ

ういうことをもう少し進めていただかないと、待っている間も非常に悩みが

多いと思うんですが、その点、いかがでしょうか。 

 

山本障害福祉課長  委員がおっしゃるように、早期対応、早期治療が必要ですけれども、それ

に関しましては、通常、電話で相談を受けますので、受付段階でその概要を

聞いて、早急な対応が必要な場合は、できるだけ早く優先的に面談の時間を

とりますし、時間外を含めて対応するように行っております。ただ、発達障

害は、いわゆる急性疾患と違いまして、緊急対応というケースは非常にまれ

だということで、そういうケースは非常に少ないと聞いております。 

  それから、場所の問題ですけれども、現在、障害者相談所と共用で、３室

の専用の相談室を設けて対応しておりますけれども、空きがないときは、福

祉プラザ内の他の施設の会議室等も借りて使っているというのが現状でご

ざいます。ただ、福祉プラザの中にありますので、相談室を増築するという、

いわゆるハード面での対応が非常に困難な状況ですので、他の入居機関とも

相談しながら、効率的な使用を図っていくしかない。ただ、そういうデメリ

ットだけでなくて、例えば福祉プラザ内に児童相談所とか、子供メンタルク

リニックとか、精神保健福祉センターなど関連の施設が幾つも入っています

ので、連絡調整をとる上では非常に便利ですし、また利用者の立場からして

も、ワンストップで、福祉プラザに行けばすべて関係機関があるということ

で、非常にメリットも多いと考えております。 

 

進藤委員  今のお話のように、いろいろな連携をとって支援をしていくという立場か

らすれば、福祉プラザに入っているということは非常にいいことだと思いま

すし、部屋も空いているところもあるかもしれない。真心で、できるだけ融

通し合ってというか、いろいろな機関が協力し合って、発達障害者の方々が

一日も早く支援を受けられるようにお願いしまして、終わります。 

 

       （支援介護専門員について） 

中込委員  私は介護支援専門員のことについて、ご質問いたしたいと思います。今、

国は、高齢者介護等については在宅介護にするのか、施設介護をするのかと

いう大きな判断の中で、財政面もあるし、お年寄りの希望等を思えば在宅が

いいということで進んでいると思うんです。でも、この制度を定着させ意味

あるものにしていくということに問題はないかということを考えたときに、

私は前、老人ホームの園長をやっておりましたが、県会議員にならせていた

だいたときに、あるご家族から、私のいた施設へ電話で「すぐ入れてくれ」
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と来るんです。今は順番を待っていて、特別養護老人ホーム等、私がいたと

ころは５００人ぐらい入所待ちで、３年から４年待っている状況。そんなこ

とで、すぐに入れるという理不尽なことはできない。私はそのとき困るわけ

ですが、そこの方に会いに行きますと、施設に入らなくてもよいのではない

かという方ばかりです。 

  何が言いたいかというと、一般の地域の方々は、親たちが介護が必要とな

ったときに、初めてびっくりして、介護に興味を持ち、関心を持って、お願

いするのが現状です。だから、在宅重視という国の施策を県の中でやってい

く段階においても、在宅の制度を意味あるものにしていくためには、よいア

ドバイスがきちんとできる、効率的に制度が生きるような人がいるべきだと、

それが介護支援専門員、ケアマネジャーだろうと思うんです。でありますか

ら、ケアマネジャーというのはとても重要な地位にあると思っております。

そこで質問させていただきたいのですが、現在、山梨県でケアマネジャーは

何名おられるのか教えていただきたい。 

 

三枝長寿社会課長  本年の９月３０日現在でございますけれども、介護支援専門員として職に

ついていらっしゃる方は、専従の方が５５８名、兼務の方が７１２名の合計

１,２７０名でございます。 

 

中込委員  専従の方と兼務の方というのはどういう区別になるんでしょうか。 

 

三枝長寿社会課長  例えば常勤で専従されていないで非常勤の方とか、あるいは常勤ですけれ

ども、実際自分が担当してケアプランを立てる方の数がそんなに多くなくて、

施設にいらっしゃる介護支援専門員の方であれば、介護職員を兼務したりと

か、あるいは生活相談をしたりとかそういった形でございます。 

 

中込委員  課長からの説明を受けますと、兼務をやっているのは、施設にいる人もい

るし、独立的に居宅介護支援センターでケアマネジャーとしてやっている人

もいる、中には、独立して単独で支援センターをやっている、いろいろな方

がいるということですが、この人たちの本来の職務はどんなことをやるのか

教えていただけますか。 

 

三枝長寿社会課長  介護支援専門員は、先ほど委員がおっしゃられましたように、非常に重要

な職務でございまして、平成１２年の介護保険の発足当時から、介護保険制

度の要と言われております。実際に、介護サービスが必要な方、介護サービ

スを利用される方の心身の状況とか、ご家族の状況とかを十分把握した上で、

サービスを提供する事業者と連携する中で、その方に一番いいサービスを提

供するための計画を立てるというのが主たる業務でございます。 

 

中込委員  今課長がおっしゃられたように重要ですが、私が今聞いただけでも、例え

ば家族の経済状態、あるいは利用者のお年寄りの状況、すべて総合的にプラ

ンを立てるときにその人たちの人生観、「私は母親を絶対家で見るんだ」「い

や、親には世話にならなかったから、施設に入れてしまうんだ」と、いろい

ろなことがあって、介護支援専門員、ケアマネジャーさんという人は能力に

よってかなりの差があって、すばらしいケアマネジャーさんもいるし、いろ

いろなブーイングの出る人がいるのではないかとは思うんですが、この辺の

現状を課長はどのようにつかまれているんでしょう。 

 

三枝長寿社会課長  先ほど申し上げた１,２７０名の介護支援専門員の方の人間性といいます
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か、知識といいますか、そういったものについて個別に承知しているわけで

はございませんが、試験を受けまして、実務研修を修了いたしますと、支援

専門員としての資格が得られるわけです。その前提となる、試験を受けるた

めの経験年数とか、資格というのはさまざまございますので、今先生がおっ

しゃられるように、いろいろな方がいるのではないかと思っております。 

 

中込委員  翻って、重要な使命を持っているケアマネジャーさんの待遇で、ケアプラ

ンをつくったとき、１カ月幾らもらえるのか、教えていただけますか。 

 

三枝長寿社会課長  平成１７年度に法改正がございまして、それまでは５０人、６０人、７０

人と、ひとりでケアプランを立てていたようでございますけれども、それぞ

れ利用される方の状況、先ほど申し上げましたように、家族の状況などを踏

まえた上で適切なサービスを提供する計画を立てるのが仕事でございます

ので、あまり自分が担当するサービス計画の数が多くなりますと、きちんと

した内容のものができないということで、基本的には要介護者が３５人、要

支援者が４人の合計３９人を標準とするとなっております。 

 

中込委員  それぞれで幾ら報酬は入るんですか。 

 

三枝長寿社会課長  収入につきましては県で実態調査等を実施しておりませんので、詳細は把

握しておりません。 

 

中込委員  多分、要支援者の単価としては、４,０００円、介護１、介護２が１万円、

あとは重度になると１万３,０００円と思っているのですが、今言われたよ

うに、私が現場にいたときの感覚では、ご家族の家にガソリンを使って足を

運んで一生懸命やっている介護員は、あんまりたくさんの人を持てないんで

す。だから、３０人くらい持って一生懸命やるというのが、地域の人から言

えば「いい介護員」となる。例えば３０人を持ったとして、４,０００円、

１万円、１万３,０００円の割合でやった場合、平均１万円としたとき介護

報酬は月３０万円です。それが単独でやっていた場合は、車のガソリン代と

か、パソコンで打ち込むとか、いろいろな経費を引いたときに、ほんとうに

少ないんです。 

  それで、先ほど長寿社会課長がおっしゃられたように、立派な介護に当た

る、ご家族やお年寄りのためを考えて、一生懸命、現場に行ってやるという

よいケアマネジャーさんであるならば、もっと介護報酬も上げるべきだと私

は思うんです。それで、私のところもケアマネジャーさんはいましたけれど

も、それは施設のデイサービスとかのプラスの面で、そちらに補填している

ということで、ケアマネジャーさん自体の使命に対する責任、あるいは、そ

の労力に対して見合った報酬かというと、そうではないと考えているんです。

ついこの間も、介護業界における従事者が少なくなっているということで、

国もやろうということで、ぜひ県として国に対して要望等をお願いできれば

と思うんです。 

  もう１点、要望したいという面で、そういう難しいケアマネジャーさんの

資質を上げようと今、どのようにお考えになっているのかを伺います。 

 

三枝長寿社会課長  介護支援専門員にかかわらず介護職員は、国の外郭団体が行いました調査

によりますと、全労働者の平均より給与水準が低いということもございます

ので、本県では、関東地方知事会を通しまして１０月に、県単独では１１月

に、介護報酬体系の見直しにつきまして、国へ要望しております。現実的に
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は、国で介護報酬の枠組みをつくっておりますので、本県はじめ、他県、業

界からの要望を受けて、今さまざまな検討をしていると聞いております。 

  介護支援専門員個々の資質を上げるためには、試験に合格した後、最初に

実務研修がございます。その後も、経験年数等に応じまして、基礎研修、専

門研修、更新研修とさまざまな研修がございます。その中で、知識、技術の

ための研修は当然でございますけれども、姿勢というようなことで、例えば

倫理とかいったものについても研修をしておりますので、こういったことを

今後もさらに進めることによって、少しでも介護支援専門員のレベルアップ

を図っていきたいと考えます。 

 

中込委員  待遇を改善し、ケアマネジャーさんも真剣に地域の人のために頑張ってい

ただくということで、市町村等も指導しながら、ぜひ県でその点では対策を

打って、よいケアマネジャーをつくっていただきたいと、よろしくお願いし

ます。以上で質問を終わります。 

 

       （小規模ファミリーサポートセンターについて） 

樋口委員  行動計画（素案）に、小規模ファミリーサポートセンターの支援というこ

とが載っていました。１４年ぐらい前ですけれども、５万人以上の市に国の

補助を出す中で設置をしていこうということで、自分もちょうどそのころに

議員になりましたから、そのことを訴えた経過もあって、それが行動計画（素

案）に「小規模」という形で出ていました。ファミリーサポートセンター、

小規模ファミリーサポートセンター、その定義を知りたい。 

 

 

宮島児童家庭課長 ファミリーサポートセンターにつきましては、委員がおっしゃったように、

平成６年、当時、労働省でスタートしました。平成１３年度に厚生労働省に

なりましたけれども、地域の子育て支援と考えが変わりまして、子供を持つ

すべての者に対する支援ということでございます。国の制度上、援助を受け

たい会員と援助をしてやれる会員が合わせて１００人以上が国の交付金の

対象になります。小規模組織につきましては、１００人未満について年間を

限度に補助をしようというものでございます。 

 

樋口委員  当時、５万人以上というと甲府市と富士吉田市でしたから、準備を進めて、

そこに設置がされています。市町村合併が進めば、対象になる市が増えてく

るということで設置を促していたんですけれども、現在、２つ（甲府市、富

士吉田市）を合わせて、小規模も含めて、どのくらいの設置数でしょう。 

 

宮島児童家庭課長  １２月１３日現在の数字ですけれども、８市町で行っております。 

 

樋口委員  運営形態は、その８市町はすべて直営でしょうか。 

 

宮島児童家庭課長  １カ所、委託がございます。基本的には事業主は市町村で、委託すること

ができることになっていまして、笛吹市につきましてはＮＰＯ法人に委託を

して行っております。 

 

樋口委員  仕事と家庭の両立、あるいは男女共同参画のさまざまな意味で、子育て支

援に非常にいい制度だと思っています。今のニーズといいますか、実態とし

て、子育て支援、あるいは、今言ったようなことに貢献しているかというこ

とを教えてください。 
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宮島児童家庭課長  委員のご質問でございますけれども、次の数字で答えに替えたいと思いま

す。平成１８年度の数字ですけれども、ファミリーサポートセンターの会員

は、山梨県全体で１,５１５名でございます。そして、平成１８年度の数字

ですけれども、実際にどのくらい預けたり面倒を見たりとかがあったかとい

うと、６,０２９件でございます。 

 

樋口委員  それをまた増やすということですから、非常に需要があるということだと

思いますが、基本的にマッチングですよね。子供の面倒を一時的に見てもら

いたい、勤めが終わるまで見てもらいたい、いろいろな理由で見てもらいた

いということだと思います。 

  今、８市町と言いましたけれども、先ほど申し上げましたが、市町村合併

が進んで、市は１３、全部で２８市町村ありますけれども、いい制度ならば、

まねようと、あるいは国からの交付金と県が２年間補助してくれるというこ

とで、たしか平成１７年度からだったと思いますが、もう少しスピーディー

に設置ということに何故ならなかったのか、いかがでしょうか。 

 

宮島児童家庭課長  スピーディーな設置につきましては、県もいろいろＰＲをしているんです

けれども、そういったことを平成２１年度までにどうするのかと市町村に聞

きまして、設置したい市町村の予定は伺っております。それによりますと、

１４市町になっております。その中の３市町につきましては、ファミリーサ

ポートセンターは次世代育成対策推進法上のものですから、市町村の行動計

画に載せなければならないけれども載っていないと。行動計画を変えること

によって、県の対象にもなるし、国の対象にもなると。平成２１年度で１４

市町に広がるという数字を持っています。 

 

樋口委員  行動計画を見ますと、「小規模なファミリーサポートセンターを設置、運

営する市町村に対して支援します」とあります。設置、運営をうながすとい

うような形で、さらに推進してほしいと思います。市民同士といいますか、

行政がマッチングをさせて、その後、行政がかかわらなくても信頼関係がで

きて、うまく、「子供を預けたい」「時間があるから預かるよ」と、子育てを

卒業した経験者がいらっしゃるということでありますから、その辺のコラボ

レートというか、お金のかからない、廉価で、共同して子育てを地域で支援

する、市町村でするという、まさに典型になっているんでしょうけれども、

さらにそれが進むと思いますから、設置する市町村に対してではなくて、設

置をさらに促すというような形で進めていっていただきたいと思いますが、

どう思いますか。 

 

宮島児童家庭課長 委員のおっしゃるとおりでございます。設置を促して参りたいと思います。

１４市町といいますと、市が全部で１３ですから、ほとんどが市です。初め、

人口５万人の規模とおっしゃいましたけれども、ある程度人口がないと、難

しいのかなというところもありますから、少なくとも市については促してい

きたいと考えております。 

 

       （健康増進計画について） 

樋口委員  よろしくお願いします。 

  あと２つ、聞きます。行動計画（素案）の中で、「健やか山梨２１」とい

う健康増進計画についてです。「さらに健康づくりに実践でき、県民運動と

して展開できるように見直しなどを行っていく」と書いてありますが、現行
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の内容、あるいは計画期間、そして、見直しについて教えていただきたい。 

 

渡邉健康増進課長  委員がおっしゃいました「健やか山梨２１」というのは、病気の予防を目

的といたしまして、病気にならないように健康づくりを進めていきましょう

という、県の健康増進計画でございまして、平成１３年に策定をいたしまし

て、平成２２年度までを計画期間とする計画でございます。 

  今回、見直しを行っているわけでございます。大きな見直しの内容といた

しましては、来年度から医療制度改革がスタートするわけでございますけれ

ども、この中で医療費適正化が１つの大きな柱となっているわけでございま

す。そのために、生活習慣病を予防していきましょうということが大きな中

身となっております。生活習慣病を予防していくために、生活習慣病になる

前の段階でありますメタボリックシンドロームに着目いたしまして、特定検

診、特定保健指導を行っていくというのが１つの眼目であります。今回、「健

やか山梨２１」を見直しまして、そういった新しい制度が始まりますので、

特定健診の実施率、保健指導の実施率、あるいはメタボリックシンドローム

の該当者予備群をどれだけ減らしていきましょうという数値目標などを盛

り込む形で今、見直しの作業を進めているところでございます。 

 

樋口委員  県政全般にわたって、今、さまざまな計画が今年中、あるいは年が明けて、

一定期間を目途につくられていくと思いますが、その見直しの案とか、見直

し項目については、私ども議員に、あるいは委員会に、これは平成２０年４

月から実施しようということでありますから、それまでの間だということは

承知していますけれども、いつごろお示しいただけるのか。 

 

渡邉健康増進課長  「健やか山梨２１」につきましては、いろいろな健康づくりの課題がござ

いますけれども、それぞれの分野の専門家にお集まりいただきまして、今、

検討会を開催して、ご意見をうかがっているところでございます。いただい

たご意見を踏まえまして、今、計画の案を策定中でございますけれども、先

ほど、平成２２年度までと申し上げたんですけれども、医療制度改革の期間

に合わせまして、計画期間を来年の４月から平成２４年度まで設定すること

といたしております。今、案を策定中でございますが、おそらく年明けにな

ろうかと思いますけれども、パブリックコメントにかけ庁内で意思決定  

する形になっていくと思いますので、パブリックコメントにかける段階で、

議員の皆さんにもご覧いただけるのではないかと思っています。 

 

       （ノロウイルスについて） 

樋口委員  わかりました。見させていただきたいと思います。 

  余談ですけれども、私はアンチエイジングという言葉に非常にひっかかり

を持っていまして、アンチ、年をとること、抗加齢というふうに書いてあり

ますけれども、今、もっとそれを受けとめて、楽しく年をとっていこうとい

うような風潮ではないかと思うんです。あるいは、インターネットで見ます

と、化粧品の宣伝ばっかり出てきまして、ちょっとそぐわないかなと思うん

ですが、それは私の意見としてお聞きいただき、また感想があれば教えてい

ただきたい。 

  あともう１点、教えてください。ノロウイルスです。今日も甲州市の老人

保健施設で１８人が胃腸炎症状ということが新聞に出ていますけれども、こ

こに老人福祉施設４件、保育園２件、医療施設１件とありましたけれども、

今年１年で、どういう件数で、どういう状況か、教えてください。 
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渡邉健康増進課長  ノロウイルスによる集団感染の事例は平成１９年で申し上げますと、２７

件発生しておりまして、患者数で見ますと、８４２名の方が感染されていま

す。今シーズンに入ってからで申し上げますと、７施設で１８４名の患者さ

んが発生しております。 

 

樋口委員  今年１年、死亡された方はいないと思いますけれども、今までで死亡に至

るようなケースはあったんでしょうか。 

 

渡邉健康増進課長  県内では昨年、ノロウイルスに感染した患者さんが２名お亡くなりになっ

ております。けれども、これはノロウイルスに感染したことを直接の死亡原

因とするのではなくて、もともと病気にかかって体が弱っていたところで感

染したことによってお亡くなりになったのではないかと思います。他県では、

今年度に入りまして、石川県と千葉県でそれぞれお１人ずつが亡くなられて

いると承知しております。 

 

樋口委員  新聞を読んだんですけれども、成人はかかっても命に別状はないというこ

とで、２、３日たてば、症状がとれて治るということですけれども、お年寄

りや子供は場合によっては命の危険まであるということですけれども、そう

いうところにばかり発症例が出ているわけであります。その辺、これを予防

といいますか、限りなくゼロに近づけるのは難しいとは思いますけれども、

空気が乾燥するこの寒い時期に、県としてどのような対応をしているのか、

あるいは重ねているのかお聞きします。 

 

渡邉健康増進課長  ご指摘もございましたように、発生しておりますのは、保育園、幼稚園、

あるいは高齢者の入所施設、それと病院でも１件あったわけでございますけ

れども、そういったところで発生いたしますと、場合によっては、重篤な症

状に至ることもあるということで、私どもも大変危惧しております。 

  このシーズンに入ってからの事例で申し上げますと、食中毒による事例が

ございませんので、おそらく食品とか調理の段階では予防の措置がとられて

いるのだろうと思っています。ただ、外部で感染をいたしまして、それが施

設の中で嘔吐とか、下痢する。そのときにトイレできちんと処理していただ

ければ、それ以上感染は拡大しないのですけれども、居室、食堂でそういっ

た症状が出てしまいますと、その後の汚物の処理がうまくいきませんと、二

次感染が起こるということでございます。これまで起こった事例はどれも、

そういった初発の段階できちんと処理がうまくいかなかったのではないか

と考えております。 

  通常ですと、私どもはそれぞれの施設を持っております所管課である長寿

社会課とか、児童家庭課を通じまして、所管の施設に通知を発するとともに、

保健所を通じまして、実際に施設に出向いて実地指導を行う、あるいは発生

予防のための講習会を開催しているところでございますが、今シーズンに入

りまして、特に集団感染が頻発しておりましたので、先週の段階で庁内の関

係の各課を集めまして、緊急の会議を開催いたしまして、情報共有と、改め

て施設に対して、予防の徹底を図るといったことを確認しました。 

  また、保健所を通じまして、実地指導や研修会をやっていることを先ほど

申し上げましたけれども、それが早い段階で行われているところもあります

ので、この時期に改めて、全県下を対象といたしまして、来週、長寿社会課

と児童家庭課とが連携いたしまして、保育園、幼稚園、高齢者の施設を対象

に研修会を開催することといたしております。 
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樋口委員  それが２０日の緊急研修会ということですね。 

 

渡邉健康増進課長  はい。 

 

樋口委員  わかりました。発生した場所等々に対してペナルティーもありませんから

非常に難しいんですけれども、今おっしゃったように、かなり早い時期、秋

口に研修をして、本番になってこういうことでありますが、今度の２０日の

緊急研修会で重要性をアピールしていただきたいと思います。逆に、あまり

にも出ますと、大した症状ではないというように、「またか。またノロウイ

ルスか。では大丈夫だ」ととらえられかねませんから、特に発生していると

ころは、お年寄り、高齢者の施設、子供たち、あるいは病院関係というとこ

ろですので、２０日にまた集めて研修するようでありますから、徹底を図っ

て、こういう症状が出ないことを望んで、質問を終わります。 

 

       （低所得者に対する灯油代の援助について） 

小越委員  最初に、原油高騰にかかわる灯油代の問題です。昨日もご答弁がありまし

たけれども、とりわけ低所得の方、生活保護の方、高齢者の方々は灯油の値

上がりが大変心配されるところです。全国的には、福祉灯油という制度も各

地で始まっているんですけれども、山梨県として、低所得の方々への灯油代

の援助を考えていらっしゃるんでしょうか。 

 

広瀬福祉保健総務課長 

  昨日の答弁にもありましたように、国で原油価格の高騰に伴う基本的な方

針を出したんですが、今日、厚生労働省社会援護局から、原油価格の高騰に

伴う生活福祉資金の活用についてということで文書が来ました。その内容は、

低所得者、障害者、高齢者、こういう方々に資金を貸して、この方々の経済

的な自立とか、生活意欲の助長を促進して、社会参加の促進を図るという目

的でできている制度でございます。この制度の中に特別に福祉費という項目

があるんですが、この中に、低所得者等の日常生活上一時的に必要な特別資

金として、冬季期間の暖房用燃料の一括購入にも貸すことができるという制

度がございます。先ほどの厚生労働省社会援護局から、これらを有効に活用

してもらうように徹底をしてくださいという通知が来ましたので、これを受

けまして、市町村とか、社会福祉協議会に通知する予定でいますが、直接の

支援、援助は、こういう制度がございますので、まずこれを使っていただき

たいということで考えております。 

 

       （国民健康保険証について） 

小越委員  福祉資金となりますと、貸し付けですから、返すんですよね。低所得の方

は貸してもらって、返すあてがどうかというところが１つと、それから、す

ぐ使えるのかと、保証人の問題とか、いろいろ手続がありますよね。これか

ら寒くなっていく時期に、まただんだん値上がりが続いていますので、その

差額の分だけでも何とかしてもらわないと、灯油が買えなくなってしまうと

いうのは大変不安ですので、この生活福祉資金はもちろん活用してもらうん

ですけれども、それ以外に、県としての対策をぜひとってもらいたいと思い

ます。要望しておきます。 

  ２つ目に、国民健康保険証のことについてお伺いします。昨日、短期保険

証のところで、「一律には交付をしているわけではない。特別の事情につい

ては」という下りがあったんですけれども、特別の事情というのは、具体的

にはどういう場合を指すんでしょうか。 
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杉田国保援護課長  疾病とか、災害とかが特別な事情になるわけですけれども、私どもが市町

村から聞いている範囲におきましては、世帯主が災害を受けたり盗難に遭い

財産を失ったケースとか、それから、世帯主や生計を一にする親族が病気に

かかったり、負傷したケース、さらに、乳幼児や高齢者がいる世帯について

は、配慮をしている例もあるということで聞いております。 

 

小越委員  例えば、南アルプス市は１カ月とか１週間という保険証が出ています。お

伺いしたら、保険証が欲しいんだけども、保険料が払えない、短期保険証が

来た。１カ月たったけど、お金を持っていかないと、次の短期保険証がもら

えない。ずっと我慢をしていたが受診ができなくて大変な事態になり、即、

入院ということもあります。１週間というのは、とにかく病院に行かなけれ

ばならないから、何とか保険証をくれ、お金を払って、１週間だけくれと、

その後どうするかです。疾病というところでは、例えば先ほど、世帯主の方

が病気などとありましたけれども、そういうことでありますと、難病の患者

さん、透析の患者さん、在宅酸素の患者さん、そういう方々は毎回、定期的

に病院に行って、透析は週に２日とか３日行かないと、命がなくなってしま

う。そういう方には、短期保険証でなく、普通の保険証を出すという理解で

よろしいですか。 

 

杉田国保援護課長  短期保険証につきましては、国民健康保険料を滞納している被保険者に、

国民健康保険法により、市町村が交付できることとされておりますので、交

付については市町村の判断にゆだねられております。 

 

小越委員  昨日の答弁でも、先ほどの答弁でも、「特別の事情の」と言っておられま

したよね。特別の事情というのは疾病が入るというのであれば、今お話しし

た、例えば透析とか難病、在宅酸素、それから、定期的に病院にかかってい

らっしゃる方は特別の事情に入るという判断でいいですか。 

 

杉田国保援護課長  それにつきましても市町村で判断することになっております。 

 

小越委員  昨日の答弁は、「一律に交付しない。そういうふうに指導する」というふ

うにあったはずですけれども、それを市町村に転嫁するんだけれども、市町

村に対して、特別の事情の場合には交付しないというのを県が指導を徹底す

るべきだと思うんです。例えばこういう病気の方、ぜんそくを持っている子

供さんが、ほんとうは病院に行きたいけれども、保険証がないから病院に行

けない。先ほど、特別の事情で、子供を除くと言いましたよね。であれば、

働いている人はいいというわけではないですけれども、とりわけ病気の方は、

保険証がなかったら、病院に行けないんです。１週間の保険証で、どうやっ

て次に行くかという話です。そういう方々は疾病ということであれば、特別

な事情ということに関して、そこはとりわけ市町村で事情を聞いて、１週間、

１カ月の保険証でなく、もっと長い時間の保険証を出すという指導をするべ

きではありませんか。 

 

杉田国保援護課長  昨日の答弁にもありましたが、県としましては、滞納者に一律に交付する

ことなく、災害や疾病などの特別な事情があれば、その事情を把握した上で

対処するよう、市町村に助言しておりますので、あとは市町村の判断による

ということになります。 
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       （健康診査について） 

小越委員  市町村に対して、今、そういうお話があったということをきっちりとお伝

えしていただきたいと思います。特別の事情のときには、それは話し合いの

中で、１週間でなく、１カ月、３カ月の保険証になるということもぜひ徹底

してもらいたいと思います。 

  ２つ目、健診の話です。今度、後期高齢者の場合は７５歳以上の健診が努

力義務とされたんですけれども、県内の場合はこの７５歳以上の健診はどう

なるんでしょうか。 

 

杉田国保援護課長  後期高齢者を対象としました健康診査等につきましては、平成２０年度か

らは、高齢者の医療の確保に関する法律によりまして、後期高齢者医療広域

連合の努力義務とされました。これまで老人保健法で実施をしてきた経緯も

ありますので、これを踏まえ、本県の後期高齢者医療広域連合や市町村にお

いても、引き続き実施する方向で検討が進められていると聞いております。 

 

小越委員  それですと、７５歳以上の方も引き続き健診が受けられると認識させてい

ただきます。例えば今まで国民健康保険に入っていた方は、７５歳以上の方

でも国民健康保険ですから、国民健康保険の人間ドックが受けられたんです

けれども、今度そこから抜けますので、この人間ドックが受けられなくなる

んです。努力義務ではなくて、全員するようにお願いしたいんです。 

  もう一つ、４０歳から７４歳の方々は今度、目標が７０％ですけれども、

健診を受けるようにとなってきていると思います。そうしますと、これは例

えば国民健康保険料の値上げとかに結びつくのでしょうか。 

 

杉田国保援護課長  ４０歳から７４歳までにつきましては、特定健診、特定保健指導が義務づ

けられましたが、これは保健指導の中で行いますので、国民健康保険料には

ね返るのか、別立てでやるのか、その辺については各町村によるものと思わ

れます。 

 

       （療養病床と医療費適正化計画について） 

小越委員  今までも高いんですけれども、これが国民健康保険料の値上げにつながっ

ては困ると思いますので、そこは実際の各市町村の国民健康保健の会計も見

ていただいて、必要であれば、今までのように、例えば６８、６９歳、波及

効果分を出したりだの、それも考えてもらいたいと思います。 

  次に行きますけれども、療養病床と医療費適正化計画についてです。先ほ

どもお話がありましたけれども、来年４月から医療費適正化に伴う計画が始

まることになっていますけれども、４０歳から７４歳の健診、療養病床の削

減、平均在院日数の問題が出ていると思うんです。そこで、療養病床につい

てお伺いします。全国的には３５万床を１５万床にするというお話があるん

ですけれども、現在、山梨県の療養病床は幾つあるんでしょうか。 

 

福冨医務課長  平成１８年１０月時点で、今回の医療費適正化計画の対象となる病床とい

うことで言わせていただきますが、２,０１５床でございます。 

 

小越委員  このうち、療養病床ではなく、介護保険の施設に移ったらどうか、移りた

いという方、介護保険に移ると言っている方はどのくらいあるんでしょうか。 

 

福冨医務課長  現在、策定に向けましてヒアリング等を実施しておりますけれども、最終

的にどれだけが転換を進めていくかというところについては、数字としては
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固めてはおりません。 

 

小越委員  たしか８月に、全国的に療養病床のアンケートをとっているはずです。介

護保険の施設に移る予定ですか、それとも、療養病床に残りますかというア

ンケートをしていると思うんですけれども、今までの６月、９月の議会で聞

きますと、そのアンケートの結果を最大限尊重するというお話だったんです

けれども、そのアンケートの結果はどうなっているんでしょうか。 

 

福冨医務課長  医療費適正化計画をつくるのに当たりまして、療養病床の目標数をどう設

定していくか、そのときに各施設の意向をどう反映していくかということに

なると思います。現在、医療費適正化計画の策定につきましては、別途、医

療計画を策定するに当たり検討委員会を設けておりまして、この作業部会を

順次開催しております。その４回目に医療費適正化計画についてもご意見を

いただいて、その際に、どういった考え方で目標数を設定していくかという

ことについてご意見をいただきながら決めていきたいと思っております。そ

れが、来週ということになっております。そして、その考えを踏まえる中で、

各団体の意向等もどう反映していくかというところも案として決めていき

たいと考えています。 

 

小越委員  アンケートのことを聞いているんです。新聞を見ても出ていませんけれど

も、アンケートはまだ結果が公表されていないですけれども、先ほどの検討

委員会の中で目標数を決めていくということでよろしいんですか。それはア

ンケートのことを最大限尊重するということですか。 

 

福冨医務課長  厚生労働省の指針におきまして、いつの時点のアンケートを活用するか、

もう少し言いますと、現段階で、案として出されているものは、その前の平

成１８年の段階を踏まえて、策定してはどうかということでご意見をいただ

いています。県としてどうしていくかにつきましては、今申し上げましたよ

うな検討部会の中でご意見をいただいて、どのアンケート、もしくは、各団

体の今の時点での意向をどう反映していくかというのはこれから検討をさ

らにしていかなければいけないと考えています。 

 

小越委員  となりますと、療養病床の病床数の具体的な計算式が出ているはずですよ

ね。このままでいきますと、現在の療養病床が何床あって、それから転換、

削減する見込み、それはすなわち医療区分１と医療区分２の数、それから、

医療区分３と医療区分２の７割と計算式があるんですけれども、この計算式

に当てはめますと、山梨県では２,０１５床が何床になるのでしょうか。 

 

福冨医務課長  計算式の中でも、地域の実情に応じて算定をしていくという、考慮する部

分がございます。したがいまして、現時点で、この数字が目標数というのは、

まさに委員のご指摘のとおり、そういった意向等も踏まえながら設定してい

かなければいけませんので、数字として、目標数をお示しすることはできな

い状況です。 

 

小越委員  計算式では出てこないのでしょうか。 

 

福冨医務課長  単純に、厚生労働省が示しているところの数字だけをお示しいたします。

まず、現状の数、医療療養病床が１,７３１床ございます。それから、療養

病床から転換、または削減する見込みの数が９３８床となっております。一
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方で、介護療養病床から医療療養病床へ転換する見込みの数が４４床です。

これが、今ご指摘の数式に当てはめる数字は以上でございます。 

 

小越委員  そうすると、幾つになるのでしょうか。 

 

福冨医務課長  したがいまして、数値目標はそれにプラスアルファ、地域の事情等に応じ

て算定する必要がございますので、目標数は今の時点でお示しすることはで

きません。 

 

小越委員  １,７３１床、引く９３８床、足す４４床という、この計算式でいくと、

すぐ計算できないんですけれども、１,０００ちょっとくらいと思うんです。

そこに、介護保険に移り、それから、県独自のプラスアルファの部分を加味

するということになるので、この数ではないと思うんですけれども、今まで

の、例えば医療区分１の方々は、病院がやればいいんですけれども、収入が

入ってきませんので、医療区分１の方はほとんどはじき出されるようになっ

てしまうかと思うんです。そうしますと、どこに行くかということになりま

す。介護保険で受けてくれるのか、特別養護老人ホームは一杯で待機者が待

っていますので入れない。となりますと、医療費適正計画の中でも、待機者

というか、はみ出してしまう方がたくさん出てくると思うんです。特別養護

老人ホームも待機者が一杯待っていますけれども、それに対しての県として

の対応策はどう考えていますか。 

 

三枝長寿社会課長  今のご質問にありました、医療病床が仮に削減された場合に、そこにいら

っしゃる方、入院されている方がどうなるかということでございます。来年

度、介護保険事業支援計画を私どもの課で策定していきますけれども、その

中で、通常でしたら施設の関係につきましては、３カ年のうちに計画的に整

備してやりますけれども、医療療養病床からの転換につきましては、その枠

外で整備をしていくことになります。ただ、どういう形で、支援計画の中に

記載といいますか、盛り込んでいくかにつきましては、まだ厚生労働省のほ

うから指針が示されておりませんので、その辺についてはまだはっきりわか

りませんけれども、いずれ転換分については、計画の枠外で実施をしていく、

整備をしていくということでございます。 

 

小越委員  計画の枠外ということになりますと、今までの待機者とはまた別の枠外で

やるということですよね。そうすると、今まで以上にたくさん待っていらっ

しゃる方が出てくるかもしれません。今、特別養護老人ホームの待機者も、

療養病床を待っている方もいらっしゃる、ダブりがあるかもしれませんけれ

ども、その方々に対して、例えば地域密着型サービスをもっと充実するとか

そういうことをもっと幅広くやっていただかないと、在宅に戻っても十分な

サービスが受けられないという方がたくさん出てくると思うので、そこのこ

とをぜひ検討してもらいたいと思うんですけれども、そこだけお願いいたし

ます。 

 

三枝長寿社会課長  現に今、療養病床にいらっしゃる方が仮にその病床が廃止されることによ

って、どこかに行かなければいけないという場合には、それは先ほども申し

上げましたように、施設整備の計画の枠外、いわゆる転換分として独自に、

その方の状況等によって、施設がいいのか、在宅がいいのか等々を踏まえま

して、サービスを提供していくことになります。今委員がおっしゃったよう

に、例えば特別養護老人ホームへの入所を待っていらっしゃる方がさらに増
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えるとか、そういったこととは直接的な関係はございません。 

 

小越委員  特別養護老人ホームとまた別だということはわかるんですけれども、そう

いう方々、待っていらっしゃる方とか、別に出るわけではないと言いますけ

れども、病院からすると、医療区分１の方々は、収入が少なくなれば、来て

もらっては困るとなりますよね。そうすると、どこに行くかということにな

りますので、在宅のサービスをどうするのか、地域の中でどうするか、そこ

をしっかり考えていただかないと困るということを言っているのです。 

 

三枝長寿社会課長  その方の状態によりまして、施設のサービスを受けるのが適切なのか、あ

るいは在宅のサービスを受けるのが適切なのか、それは個々の入院患者さん

の状態によりますけれども、いずれにせよ、退院される方が適切なサービス

を受けられるように努めていきたいと考えております。 

 

その他 ・委員会報告書の作成並びに委員長報告については、委員長に委任された。 

・閉会中もなお継続して調査を要する事件は、別紙のとおり決定された。 
・閉会中の継続審査案件調査の日時・場所の決定は委員長に委任され、県内

調査は来る１月２５日に実施することとし、詳細については、後日、通知

することとされた。 
・１１月５日に実施した県内調査については、議長あてに報告書を提出した

ことが報告された。 

                               以 上 

 

 教育厚生委員長  鈴木 幹夫 

 


